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消 防 予 第 2 5 号 

平成 28 年１月 29 日 

 

 

各都道府県消防防災主管部長 

東京消防庁・各指定都市消防長 

 

 

消 防 庁 予 防 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する

省令第１条第２項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維

持に関する技術上の基準の一部を改正する件等の公布について（通知） 

 

「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

第１条第２項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技

術上の基準の一部を改正する件」（平成 28 年消防庁告示第２号。以下「２号告

示」という。）及び「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設

備等に関する省令第２条第２項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設

置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件」（平成 28年消防庁告示

第３号。以下「３号告示」という。）が本日公布されました。 

今回の改正は、延べ面積 275平方メートル未満の施設に対応したパッケージ

型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を新たに定めるとともに、

従来のパッケージ型自動消火設備を基準面積（消防法施行令（昭和 36年政令第

37号。以下「令」という。）第 12条第２項第３号の２に規定する床面積の合計

をいう。以下同じ。）が 1,000平方メートル未満の施設に設置する場合の技術上

の基準について所要の整備を行うものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されると

ともに、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理す

る一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第一 ２号告示に関する事項 

１  パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の要件に関

する事項（「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

に関する省令第１条第２項の規定に基づくパッケージ型消火設備の設置

及び維持に関する技術上の基準」（平成 16年消防庁告示第 12号。以下「12

殿 
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号告示」という。）第３関係） 

従来、パッケージ型自動消火設備を設置している防火対象物又はその部

分のうち、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号。以下「規則」と

いう。）第 13条第３項各号に掲げる部分にパッケージ型消火設備を設置で

きることについて、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す

る設備等に関する省令第２条第２項の規定に基づくパッケージ型自動消

火設備の設置及び維持に関する技術上の基準」（平成 16年消防庁告示第 13

号。以下「13号告示」という。）において規定していたものを、12号告示

に規定することとしたこと。 

 

２  その他の事項 

 その他所要の規定の整備を行ったこと。 

 

第二 ３号告示に関する事項 

１  用語の意義に関する事項（13号告示第２関係） 

⑴  13号告示第６、第 15及び第 16においてⅠ型として定める性能を有す

るパッケージ型自動消火設備をⅠ型と定義したこと。 

⑵  13号告示第６、第 15及び第 16においてⅡ型として定める性能を有す

るパッケージ型自動消火設備をⅡ型と定義したこと。 

 

２  パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象物に関す

る事項（13号告示第３関係） 

⑴  Ⅰ型は、令第 12 条第１項第１号、第３号、第４号及び第９号から第

12 号までに掲げる防火対象物又はその部分（令第 12 条第２項第２号ロ

に規定する部分を除く。）のうち、令別表第１(5)項若しくは(6)項に掲

げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の同表(5)項若しく

は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、延べ面積が

10,000 平方メートル以下のものに設置することができることとしたこ

と。 

⑵  Ⅱ型は、令第 12 条第１項第１号及び第９号に掲げる防火対象物又は

その部分で、延べ面積が 275平方メートル未満のもの（易燃性の可燃物

が存し消火が困難と認められるものを除く。）に設置することができる

こととしたこと。 

 

３  設置及び維持に関する技術上の基準に関する事項（13 号告示第４関係） 

⑴  Ⅰ型の消火薬剤、消火薬剤貯蔵容器等、受信装置、中継装置、作動装

置等を２以上の隣接する同時放射区域において共有することができる

場合として、以下の場合を追加したこと。 

•  既に隣接する同時放射区域間の設備の共有が認められている場合の

ほか、基準面積が 1,000 平方メートル未満の防火対象物又はその部分
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に設置する場合であって、火災が発生した同時放射区域以外の同時放

射区域に対応する防護区域に設ける放出口から消火薬剤が放射されな

いように設置する場合 

⑵  Ⅱ型にあっては、消火薬剤、消火薬剤貯蔵容器等、受信装置、中継装

置、作動装置等を２以上の同時放射区域において共用することができな

いこととしたこと。 

⑶  パッケージ型自動消火設備の放出口は、規則第 13 条第３項各号に掲

げる部分以外の部分に設けることとしたこと。 

⑷  13 号告示第 17 第２号㈢の火災拡大抑制試験において、通常の火災に

よる火熱が加えられた場合に、加熱開始後一定の時間建築基準法施行令

（昭和 25 年政令第 338 号）第 108 条の２各号に掲げる要件を満たす性

能を有する材料で壁及び天井の室内に面する部分の仕上げをした試験

室のみを用いて消火性能を判定したⅡ型の放出口にあっては、壁及び天

井（天井のない場合にあっては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、

窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを当該材料と同等以

上の性能を有する材料でした部分にのみ設けることができることとし

たこと。 

 

４  設置及び維持に関する基準の細目に関する事項（13号告示第５関係） 

⑴  Ⅱ型にあっては、床面から放出口の取付け面（放出口を取り付ける天

井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。）まで

の高さは、2.5 メートル（13 号告示第 17 第２号の消火試験を行った結

果、2.5メートルを超える高さで消火性能が確認できた場合にあっては、

当該高さ）以下としたこと。 

⑵  Ⅱ型の受信装置、作動装置、消火薬剤貯蔵容器等及び中継装置（中継

装置を設ける場合に限る。）は、これらを難燃性の箱に収納する場合に

あっては、点検に便利な箇所に設置すれば足りることとしたこと。 

 

５  パッケージ型自動消火設備の性能等に関する事項（13 号告示第６関係） 

 以下に適合するⅡ型について、当該設備を有効に作動させることができ

る容量を有する電池を用いる場合に限り、主電源に電池を用いることがで

きることとしたこと。 

⑴  電池の交換が容易にできること。 

⑵  電池の電圧がパッケージ型自動消火設備を有効に作動できる電圧の

下限値となったことを 72 時間以上点滅表示等により自動的に表示し、

又はその旨を 72時間以上音等により伝達することができること。 

 

６  放出口及び放出導管に関する事項（13号告示第８関係） 

 Ⅱ型にあっては、消火薬剤（蓄圧式の貯蔵容器にあっては、消火薬剤及

び加圧用ガス）を貯蔵する容器から放出口までの放出導管の長さは、10メ
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ートル以下としたこと。 

 

７  消火薬剤貯蔵容器等に関する事項（13号告示第９関係） 

 Ⅱ型にあっては、消火薬剤の放射を停止することができる措置を要しな

いこととしたこと。 

 

８  受信装置に関する事項（13号告示第 11関係） 

 １の警戒区域から２以上の異なる火災信号を受信し、作動装置等に起動

信号を発信した後において、異なる警戒区域から２以上の異なる火災信号

を受信した場合には、起動信号を発信しなくてもよいこととしたこと。 

 

９  非常電源に関する事項（13号告示第 13関係） 

 Ⅱ型について、主電源に電池を用いる場合にあっては、非常電源を要し

ないこととしたこと。 

 

10  絶縁抵抗等に関する事項（13号告示第 14関係） 

 Ⅱ型について、主電源に電池を用いる場合にあっては、電圧を、供給さ

れる電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下の範囲内で変動させた

場合に、機能に異常を生じないこととしたこと。 

 

11  放射性能に関する事項（13号告示第 15関係） 

 Ⅱ型にあっては、充填された消火薬剤の容量又は質量の 90 パーセント

以上の量を放射できることとしたこと。 

 

12  消火性能に関する事項（13号告示第 16関係） 

 Ⅱ型の消火性能については、13 号告示第 17 第２号㈠の第１消火試験、

同号㈡の第２消火試験及び同号㈢の火災拡大抑制試験に適合するものと

したこと。 

 

13  消火試験に関する事項（13号告示第 17関係） 

 Ⅱ型については、第１消火試験、第２消火試験及び火災拡大抑制試験の

３種類の消火試験を行うこととしたこと。 

 

14  消火薬剤の種類及び貯蔵量に関する事項（13号告示第 18関係） 

⑴  Ⅱ型に使用する消火薬剤の種類は、第３種浸潤剤等入り水としたこと。 

⑵  防護面積が 13平方メートルであるⅡ型における消火薬剤の貯蔵量は、

16リットル以上としたこと。 

⑶  Ⅱ型にあっては、放射時間に係る条件を設けないこととしたこと。 

 

15  表示に関する事項（13号告示第 20関係） 
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 パッケージ型自動消火設備の見やすい箇所に容易に消えないように表

示する事項として、以下のものを新たに追加したこと。 

⑴  Ⅰ型又はⅡ型の別 

⑵  Ⅱ型について、主電源に電池を用いる場合にあっては、当該電池の種

類及び電圧 

 

16  その他の事項 

⑴  Ⅱ型の設置及び維持に関するその他の技術上の基準については、Ⅰ型

に準ずることとしたこと。 

⑵  その他所要の規定の整備を行ったこと。 

 

第三 施行期日等に関する事項 

１  施行期日に関する事項（２号告示附則及び３号告示附則第１項関係） 

 ２号告示及び３号告示は公布の日から施行することとしたこと。 

 

２  経過措置に関する事項（３号告示附則第２項関係） 

 ３号告示の施行の際現にパッケージ型自動消火設備が設置されている

防火対象物若しくは現にパッケージ型自動消火設備の設置に係る工事中

の防火対象物又は施行の日から平成 29年３月 31日までにパッケージ型自

動消火設備の設置に係る工事を開始する防火対象物における当該パッケ

ージ型自動消火設備のうち、改正後の 13号告示第 20第２号の規定に適合

しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお

従前の例によることとしたこと。 

 

（連絡先） 

消防庁予防課 

近藤、久保田、境 

ＴＥＬ 03-5253-7523 

ＦＡＸ 03-5253-7533 
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成
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十
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二
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消
防
庁
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官

佐
々
木
敦
朗

第
三
中
「
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
火
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象
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は
」
を
「
は
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に
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、
「
昭
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六
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令
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す
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。
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掲
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又
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掲
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築
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掲
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掲
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れ
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」
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射
」
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め
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第
三
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掲
げ
る
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火
薬
剤
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種
別
」
を
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掲
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「
Ⅰ
型
又
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。
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。
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一

消
火
薬
剤
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、
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定
め
る
強
化
液
、
第
八
第
二
号
に
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め
る
第
一
種
機
械
泡
若
し
く
は
第

二
種
機
械
泡
又
は
第
八
第
三
号
に
定
め
る
第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
、
第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
若
し
く
は
第
三

種
浸
潤
剤
等
入
り
水
と
す
る
こ
と
。

二

消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量
は
、
次
の
表
の
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掲
げ
る
消
火
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剤
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類
に
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じ
、
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れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
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区
分
に
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じ
た
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上
の
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と
。

消
火
薬
剤
の
種
類

消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量
（
リ
ッ
ト
ル
）

Ⅰ

型

Ⅱ

型

強
化
液

二
百

第
一
種
機
械
泡

二
百

第
二
種
機
械
泡

百
二
十

六
十

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
百

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

百
二
十

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

八
十

第
八
中
「
次
に
」
を
「
次
の
各
号
に
」
に
改
め
、
同
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

強
化
液
は
、
ア
ル
カ
リ
金
属
塩
類
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で
、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈠

著
し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
著
し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
の
あ
る
ガ
ス
を



 4 

発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

結
晶
の
析
出
、
溶
液
の
分
離
、
浮
遊
物
又
は
沈
殿
物
の
発
生
そ
の
他
の
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

浸
潤
剤
等
を
混
和
し
、
又
は
添
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
消
火
薬
剤
の
性
状
又
は
性
能
に
悪
影
響
を
与
え

な
い
浸
潤
剤
等
を
使
用
す
る
こ
と
。

㈣

腐
敗
、
変
質
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

ア
ル
カ
リ
性
反
応
を
呈
す
る
こ
と
。

㈥

凝
固
点
が
零
下
二
十
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

㈦

第
四
号
の
試
験
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

第
一
種
機
械
泡
及
び
第
二
種
機
械
泡
は
、
化
学
反
応
に
よ
ら
ず
消
火
効
果
を
有
す
る
泡
を
生
成
す
る
水
溶
性
の

消
火
薬
剤
で
、
前
号
㈠
か
ら
㈣
ま
で
及
び
㈦
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈠

放
射
さ
れ
る
泡
は
、
耐
火
性
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

水
溶
液
又
は
液
状
若
し
く
は
粉
末
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
液
状
又
は
粉
末
状
の
消

火
薬
剤
に
あ
っ
て
は
、
水
に
溶
け
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

温
度
二
十
度
の
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
発
泡
用
消
火
器
を
作
動
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
放
射
さ
れ
る
泡
の
容

量
が
消
火
薬
剤
の
容
量
の
五
倍
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
発
泡
前
の
水
溶
液
の
容
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
水

溶
液
が
泡
か
ら
還
元
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
が
一
分
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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㈣

凝
固
点
は
、
使
用
温
度
の
下
限
値
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
、
第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
及
び
第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
は
、
浸
潤
剤
等
を
含
有

す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で
、
第
一
号
㈠
か
ら
㈣
ま
で
及
び
㈦
並
び
に
前
号
㈣
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

四

消
火
薬
剤
の
性
能
に
関
す
る
試
験
は
、
㈠
か
ら
㈦
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
㈧
の
規
定
に

よ
り
行
う
こ
と
。

㈠

消
火
薬
剤
の
量
、
試
験
用
消
火
器
の
容
量
及
び
消
火
薬
剤
の
放
射
時
間
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
消

火
薬
剤
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
量
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
容
量
及
び
同
表

の
第
四
欄
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
こ
と
。

消
火
薬
剤
の
種
類

消
火
薬
剤
の
量

試
験
用
消
火
器
の
容
量

消
火
薬
剤
の
放
射
時
間

（
リ
ッ
ト
ル
）

（
リ
ッ
ト
ル
）

（
秒
）

強
化
液

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十

第
一
種
機
械
泡

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十

第
二
種
機
械
泡

三
・
〇

三
・
六
～
四
・
五

三
十
五

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

三
・
〇

三
・
六
～
四
・
五

三
十
五
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第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
・
〇

二
・
四
～
三
・
〇

三
十

㈡

別
図
に
示
す
模
型
を
用
い
る
こ
と
。

㈢

試
験
用
消
火
器
は
、
試
験
を
行
う
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
棒
状
ノ
ズ
ル
の
蓄
圧
式
消
火
器
を
使
用
す
る
こ
と
。

㈣

燃
焼
な
べ
に
、
三
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
点
火
す
る
こ
と
。

㈤

点
火
し
て
か
ら
三
分
後
に
、
試
験
用
消
火
器
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
消
火
を
開
始
す
る
こ
と
。

㈥

無
風
の
状
態
（
風
速
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
状
態
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈦

温
度
二
十
度
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈧

消
火
薬
剤
の
放
射
が
終
了
し
た
時
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
二
分
を
経
過
す
る

ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

第
八
第
五
号
中
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
第
六
号
中
「
㈠
か
ら
㈧
ま
で
」
を
「
次

」
に
、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
二
号
（
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
パ

ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

○

平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
二
号
（
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
火
対
象
物
の

第
三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
火
対
象
物
の

要
件

要
件

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
は
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
火
対
象
物
は
、

三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第

号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
令
別

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

表
第
一
㈠
項
か
ら

項
ま
で
若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同

の
う
ち
、
令
別
表
第
一
㈠
項
か
ら

項
ま
で
若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火

表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
同
表
㈠
項
か
ら

項
ま
で
若
し
く
は

項

対
象
物
又
は
同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
同
表
㈠
項
か
ら

項
ま
で

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
（
指
定
可
燃
物
（
可
燃
性

若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
で
あ
っ
て

液
体
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和

、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
（
指
定
可
燃
物
（
可
燃
性
液
体
類
に
係
る
も
の

三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
別
表
第
四
で
定
め
る
数
量
の
七
百
五
十
倍
以

を
除
く
。
）
を
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三

上
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も

百
六
号
）
別
表
第
四
で
定
め
る
数
量
の
七
百
五
十
倍
以
上
貯
蔵
し
、
又
は
取

の
（
地
階
、
無
窓
階
又
は
火
災
の
と
き
煙
が
著
し
く
充
満
す
る
お
そ
れ
の
あ

り
扱
う
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
る
。

る
場
所
を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
㈠
又
は
㈡
に
定
め

一

Ⅰ
型
を
設
置
で
き
る
防
火
対
象
物

る
も
の
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㈠

Ⅰ
型

次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

耐
火
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
六
以
下
で
あ
り
、

イ

耐
火
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
六
以
下
で
あ
り

か
つ
、
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
地
階
、
無
窓

、
か
つ
、
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

階
又
は
火
災
の
と
き
煙
が
著
し
く
充
満
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
を
除

ロ

耐
火
建
築
物
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三

く
。
）

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の

㈡

Ⅱ
型

次
に
掲
げ
る
も
の

㈡

耐
火
建
築
物
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以

イ

耐
火
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
下
で
あ
り

下
で
あ
り
、
か
つ
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（

、
か
つ
、
延
べ
面
積
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

地
階
、
無
窓
階
又
は
火
災
の
と
き
煙
が
著
し
く
充
満
す
る
お
そ
れ
の
あ

ロ

耐
火
建
築
物
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
二

る
場
所
を
除
く
。
）

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
三
号
（

二

Ⅱ
型
を
設
置
で
き
る
防
火
対
象
物

必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に

関
す
る
省
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火

設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）
の
規
定
に
よ
り
パ
ッ

ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
設
置
し
て
い
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

の
う
ち
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十

三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
部
分

㈠

耐
火
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
延
べ
面
積
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
地
階
、
無

窓
階
又
は
火
災
の
と
き
煙
が
著
し
く
充
満
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
を

除
く
。
）
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㈡

耐
火
建
築
物
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
二
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
地

階
、
無
窓
階
又
は
火
災
の
と
き
煙
が
著
し
く
充
満
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

場
所
を
除
く
。
）

第
六

放
射
性
能

第
六

放
射
性
能

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
の
放
射
性
能
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
の
放
射
性
能
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

に
よ
る
。

一

作
動
後
す
み
や
か
に
消
火
薬
剤
を
放
射
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

作
動
後
す
み
や
か
に
消
火
薬
剤
を
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

放
射
時
間
は
、
温
度
二
十
度
に
お
い
て
、
Ⅰ
型
に
あ
っ
て
は
二
分
以
上

二

放
射
時
間
は
、
温
度
二
十
度
に
お
い
て
、
Ⅰ
型
に
あ
っ
て
は
二
分
以
上

、
Ⅱ
型
に
あ
っ
て
は
一
分
三
十
秒
以
上
と
す
る
こ
と
。

、
Ⅱ
型
に
あ
っ
て
は
一
分
三
十
秒
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

放
射
率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
類
に
応
じ
、
そ

三

放
射
率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
た
率
以
上
の
率
と
す
る
こ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
Ⅰ
型
又
は
Ⅱ
型
の
放
射
率
と
す
る
こ
と
。

と
。

消
火
薬
剤
の
種
類

放
射
率
（
リ
ッ
ト
ル
／
分
）

消
火
薬
剤
の
種
別

放
射
率
（
リ
ッ
ト
ル
／
分
）

Ⅰ

型

Ⅱ

型

Ⅰ

型

Ⅱ

型

強
化
液

四
十

強
化
液

四
十
以
上

第
一
種
機
械
泡

四
十

第
一
種
機
械
泡

四
十
以
上

第
二
種
機
械
泡

二
十
四

四
十

第
二
種
機
械
泡

二
十
四
以
上

四
十
以
上

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

四
十

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

四
十
以
上

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
十
四

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
十
四
以
上

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

十
六

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

十
六
以
上
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（
削
る
）

備
考一

強
化
液
と
は
、
ア
ル
カ
リ
金
属
塩
類
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消

火
薬
剤
（
第
八
第
二
号
に
定
め
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
、
第
八
第
一
号
に
定
め
る
試
験
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た

性
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

二

機
械
泡
と
は
、
化
学
反
応
に
よ
ら
ず
消
火
効
果
を
有
す
る
泡
を

生
成
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
（
第
八
第
三
号
に
定
め
る
性
能
を

有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
第
八
第
一
号
に
定
め
る
試
験
に
お

い
て
確
認
さ
れ
た
性
能
に
よ
り
第
一
種
又
は
第
二
種
に
区
分
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。

三

浸
潤
剤
等
入
り
水
は
、
浸
潤
剤
等
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火

薬
剤
（
第
八
第
四
号
に
定
め
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

で
、
第
八
第
一
号
に
定
め
る
試
験
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
性
能
に

よ
り
第
一
種
、
第
二
種
又
は
第
三
種
に
区
分
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

四

充
填
さ
れ
た
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

四

充
填
さ
れ
た
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
重
量
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

量
を
放
射
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

量
を
放
射
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

放
射
距
離
は
、
棒
状
で
放
射
し
た
場
合
に
お
い
て
、
十
メ
ー
ト
ル
以
上

五

放
射
距
離
は
、
棒
状
で
放
射
し
た
場
合
に
お
い
て
、
十
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

第
七

消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
貯
蔵
量

第
七

消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
消
火
薬
剤
量

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
貯
蔵
量
は

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
貯
蔵
す
る
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、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

消
火
薬
剤
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
Ⅰ
型
又
は
Ⅱ
型
の
消
火
薬
剤
量
と
す
る
こ

と
。

貯
蔵
す
る
消
火
薬
剤
量

消
火
薬
剤
の
種
別

（
リ
ッ
ト
ル
）

Ⅰ

型

Ⅱ

型

強
化
液

二
百
以
上

第
一
種
機
械
泡

二
百
以
上

第
二
種
機
械
泡

百
二
十
以
上

六
十
以
上

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
百
以
上

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

百
二
十
以
上

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

八
十
以
上

一

消
火
薬
剤
の
種
類
は
、
第
八
第
一
号
に
定
め
る
強
化
液
、
第
八
第
二
号

に
定
め
る
第
一
種
機
械
泡
若
し
く
は
第
二
種
機
械
泡
又
は
第
八
第
三
号
に

定
め
る
第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
、
第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
若
し
く
は

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
と
す
る
こ
と
。

二

消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
類

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
た
量
以
上
の
量

と
す
る
こ
と
。

消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量

消
火
薬
剤
の
種
類

（
リ
ッ
ト
ル
）

Ⅰ

型

Ⅱ

型
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強
化
液

二
百

第
一
種
機
械
泡

二
百

第
二
種
機
械
泡

百
二
十

六
十

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
百

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

百
二
十

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

八
十

第
八

消
火
薬
剤
の
性
能
等

第
八

消
火
薬
剤
の
性
能
等

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
性
能
等
は
、
次
の
各

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
性
能
等
は
、
次
に
定

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

強
化
液
は
、
ア
ル
カ
リ
金
属
塩
類
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で

一

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
性
能
に
関
す
る
試
験

、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
性
能
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲

げ
る
消
火
模
型
を
消
火
す
る
た
め
の
条
件
に
よ
り
、
消
火
性
能
に
関
す
る

試
験
を
㈠
か
ら
㈣
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
㈤
の
規

定
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

消
火
模
型
を
消
火
す
る
た
め
の
条
件

消
火
薬

試
験
用
消
火
器
の

基

準

消
火
薬
剤
の
種
別

剤
の
量

容

量

放

射

（
リ
ッ

（
リ
ッ
ト
ル
）

時

間

ト
ル
）

（
秒
）

強
化
液

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十
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第
一
種
機
械
泡

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十

第
二
種
機
械
泡

三
・
〇

三
・
六
～
四
・
五

三
十
五

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

三
・
〇

三
・
六
～
四
・
五

三
十
五

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
・
〇

二
・
四
～
三
・
〇

三
十

備
考一

試
験
用
消
火
器
は
、
棒
状
ノ
ズ
ル
の
蓄
圧
式
消
火
器
と
す
る
。

二

基
準
放
射
時
間
は
、
温
度
二
十
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

㈠

著
し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
著

㈠

消
火
試
験
は
、
別
図
に
示
す
模
型
を
用
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
の
あ
る
ガ
ス
を
発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

㈡

結
晶
の
析
出
、
溶
液
の
分
離
、
浮
遊
物
又
は
沈
殿
物
の
発
生
そ
の
他

㈡

燃
焼
な
べ
に
、
三
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
、

の
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

点
火
す
る
こ
と
。

㈢

浸
潤
剤
等
を
混
和
し
、
又
は
添
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
消
火
薬

㈢

消
火
は
、
模
型
に
点
火
し
た
後
三
分
で
開
始
す
る
こ
と
。

剤
の
性
状
又
は
性
能
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
浸
潤
剤
等
を
使
用
す
る
こ

と
。

㈣

腐
敗
、
変
質
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈣

無
風
の
状
態
（
風
速
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
状
態
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈤

ア
ル
カ
リ
性
反
応
を
呈
す
る
こ
と
。

㈤

消
火
薬
剤
の
放
射
終
了
時
に
お
い
て
残
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、

放
射
終
了
後
二
分
以
内
に
再
燃
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の

模
型
は
完
全
に
消
火
さ
れ
た
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

㈥

凝
固
点
が
零
下
二
十
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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㈦

第
四
号
の
試
験
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

第
一
種
機
械
泡
及
び
第
二
種
機
械
泡
は
、
化
学
反
応
に
よ
ら
ず
消
火
効

二

強
化
液
消
火
薬
剤

果
を
有
す
る
泡
を
生
成
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で
、
前
号
㈠
か
ら
㈣
ま

第
一
号
に
定
め
る
消
火
薬
剤
の
う
ち
強
化
液
消
火
薬
剤
は
、
㈠
か
ら
㈦

で
及
び
㈦
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ま
で
に
適
合
す
る
ア
ル
カ
リ
金
属
塩
類
の
水
溶
液
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

㈠

放
射
さ
れ
る
泡
は
、
耐
火
性
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

㈠

著
し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
著

る
こ
と
。

し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
の
あ
る
ガ
ス
を
発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

㈡

水
溶
液
又
は
液
状
若
し
く
は
粉
末
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場

㈡

結
晶
の
析
出
、
溶
液
の
分
離
、
浮
遊
物
又
は
沈
殿
物
の
発
生
そ
の
他

合
に
お
い
て
、
液
状
又
は
粉
末
状
の
消
火
薬
剤
に
あ
っ
て
は
、
水
に
溶

の
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

け
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

温
度
二
十
度
の
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
発
泡
用
消
火
器
を
作
動
さ
せ

㈢

消
火
薬
剤
に
は
、
浸
潤
剤
等
を
混
和
し
、
又
は
添
加
す
る
こ
と
が
で

た
場
合
に
お
い
て
放
射
さ
れ
る
泡
の
容
量
が
消
火
薬
剤
の
容
量
の
五
倍

き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
発
泡
前
の
水
溶
液
の
容
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
水
溶
液
が
泡
か
ら
還
元
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
が
一
分
以
上
で

あ
る
こ
と
。

㈣

凝
固
点
は
、
使
用
温
度
の
下
限
値
未
満
で
あ
る
こ
と
。

㈣

浸
潤
剤
等
は
、
消
火
薬
剤
の
性
状
又
は
性
能
に
悪
影
響
を
与
え
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

腐
敗
、
変
質
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈥

ア
ル
カ
リ
性
反
応
を
呈
す
る
こ
と
。

㈦

凝
固
点
が
零
下
二
十
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
、
第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
及
び
第
三
種
浸

三

第
一
種
機
械
泡
及
び
第
二
種
機
械
泡
消
火
薬
剤
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潤
剤
等
入
り
水
は
、
浸
潤
剤
等
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で
、
第

第
一
号
に
定
め
る
消
火
薬
剤
の
う
ち
、
第
一
種
機
械
泡
及
び
第
二
種
機

一
号
㈠
か
ら
㈣
ま
で
及
び
㈦
並
び
に
前
号
㈣
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と

械
泡
消
火
薬
剤
は
、
前
号
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
㈠

す
る
こ
と
。

か
ら
㈣
ま
で
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

㈠

放
射
さ
れ
る
泡
は
、
耐
火
性
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㈡

水
溶
液
又
は
液
状
若
し
く
は
粉
末
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
液
状
又
は
粉
末
状
の
消
火
薬
剤
に
あ
っ
て
は
、
水
に
溶

け
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

温
度
二
十
度
の
消
火
薬
剤
を
充
て
ん
し
た
発
泡
用
消
火
器
を
作
動
さ

せ
た
場
合
に
お
い
て
放
射
さ
れ
る
泡
の
容
量
が
消
火
薬
剤
の
容
量
の
五

倍
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
発
泡
前
の
水
溶
液
の
容
量
の
二
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
の
水
溶
液
が
泡
か
ら
還
元
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
が
一
分
以
上

で
あ
る
こ
と
。

㈣

凝
固
点
は
、
使
用
温
度
の
下
限
値
未
満
で
あ
る
こ
と
。

四

消
火
薬
剤
の
性
能
に
関
す
る
試
験
は
、
㈠
か
ら
㈦
ま
で
に
定
め
る
と
こ

四

第
一
種
、
第
二
種
及
び
第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
消
火
薬
剤

ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
㈧
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

第
一
号
に
定
め
る
消
火
薬
剤
の
う
ち
第
一
種
、
第
二
種
及
び
第
三
種
浸

潤
剤
等
入
り
水
消
火
薬
剤
は
、
第
二
号
㈠
か
ら
㈤
ま
で
及
び
前
号
㈣
の
規

定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

㈠

消
火
薬
剤
の
量
、
試
験
用
消
火
器
の
容
量
及
び
消
火
薬
剤
の
放
射
時

間
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
量
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
容
量
及

び
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
こ
と
。
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消
火
薬
剤

試
験
用
消

消
火
薬
剤

の
量

火
器
の
容

の
放
射
時

消
火
薬
剤
の
種
類

（
リ
ッ
ト

量

間

ル
）

（
リ
ッ
ト

（
秒
）

ル
）

強
化
液

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五

第
一
種
機
械
泡

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五

第
二
種
機
械
泡

三
・
〇

三
・
六
～

三
十
五

四
・
五

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

三
・
〇

三
・
六
～

三
十
五

四
・
五

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
・
〇

二
・
四
～

三
十

三
・
〇

㈡

別
図
に
示
す
模
型
を
用
い
る
こ
と
。

㈢

試
験
用
消
火
器
は
、
試
験
を
行
う
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
棒
状
ノ
ズ

ル
の
蓄
圧
式
消
火
器
を
使
用
す
る
こ
と
。

㈣

燃
焼
な
べ
に
、
三
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
点

火
す
る
こ
と
。
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㈤

点
火
し
て
か
ら
三
分
後
に
、
試
験
用
消
火
器
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射

し
、
消
火
を
開
始
す
る
こ
と
。

㈥

無
風
の
状
態
（
風
速
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
状
態
を
い

う
。
）
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈦

温
度
二
十
度
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈧

消
火
薬
剤
の
放
射
が
終
了
し
た
時
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放

射
が
終
了
し
て
か
ら
二
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合

に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

五

消
火
薬
剤
は
、
希
釈
、
濃
縮
、
固
化
、
吸
湿
、
変
質
そ
の
他
の
異
常
を

五

消
火
薬
剤
は
、
希
釈
、
濃
縮
、
固
化
、
吸
湿
、
変
質
そ
の
他
の
異
常
を

生
じ
な
い
よ
う
に
、
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

生
じ
な
い
よ
う
に
、
容
器
に
封
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

消
火
薬
剤
の
容
器
（
容
器
に
表
示
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
合
に
あ
っ

六

消
火
薬
剤
の
容
器
（
容
器
に
表
示
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
合
に
あ
っ

て
は
、
包
装
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
す

て
は
、
包
装
）
に
は
、
㈠
か
ら
㈧
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明

る
こ
と
。

な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

「
消
火
設
備
用
消
火
薬
剤
」
の
文
字

㈠

「
消
火
設
備
用
消
火
薬
剤
」
の
文
字

㈡

消
火
薬
剤
の
種
類

㈡

消
火
薬
剤
の
種
類

㈢

消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量

㈢

消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量

㈣

腐
食
性

㈣

腐
食
性

㈤

取
扱
い
上
の
注
意
事
項

㈤

取
扱
い
上
の
注
意
事
項

㈥

製
造
年
月

㈥

製
造
年
月

㈦

製
造
者
名
又
は
商
標

㈦

製
造
者
名
又
は
商
標

㈧

型
式
番
号

㈧

型
式
番
号
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○
消
防
庁
告
示
第
三
号

必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第

九
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
三
号
（
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性

能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火

設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

消
防
庁
長
官

佐
々
木
敦
朗

第
二
第
十
四
号
中
「
選
択
弁
」
を
「
選
択
弁
等
」
に
改
め
、
「
拡
大
」
を
削
り
、
同
号
を
同
第
十
七
号
と
し
、
第
二

中
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
第
八
号
の
二
中
「
及
び
」
を
「
、
及
び
」
に
改
め
、
同
号

を
同
第
十
一
号
と
し
、
第
二
中
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の

前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

Ⅰ
型

第
六
、
第
十
五
及
び
第
十
六
に
お
い
て
Ⅰ
型
と
し
て
定
め
る
性
能
を
有
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火

設
備
を
い
う
。

二

Ⅱ
型

第
六
、
第
十
五
及
び
第
十
六
に
お
い
て
Ⅱ
型
と
し
て
定
め
る
性
能
を
有
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火

設
備
を
い
う
。

第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
火
対
象
物
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パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
防
火
対
象
物
又
は

そ
の
部
分
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

Ⅰ
型

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
令
第
十
二

条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
令
別
表
第
一
㈤
項
若
し
く
は
㈥
項
に
掲
げ
る
防
火

対
象
物
又
は
同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
同
表
㈤
項
若
し
く
は
㈥
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

さ
れ
る
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

二

Ⅱ
型

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
二

百
七
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
（
易
燃
性
の
可
燃
物
が
存
し
消
火
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
）

第
四
第
一
号
中
「
防
火
対
象
物
の
」
を
「
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
」
に
改
め
、
同
第
二
号
後
段
を
削

り
、
同
第
三
号
中
「
そ
の
」
を
「
当
該
設
備
の
」
に
、
「
同
時
放
射
区
域
」
を
「
各
同
時
放
射
区
域
」
に
改
め
、
同
第

四
号
中
「
設
け
る
」
を
「
設
置
す
る
」
に
改
め
、
同
第
六
号
中
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
消
火
薬
剤
」
を
「

Ⅰ
型
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
消
火
薬
剤
」
に
、
「
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
」
を
「
こ
と

が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
号
㈠
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㈠

隣
接
す
る
同
時
放
射
区
域
間
の
設
備
を
共
用
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
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で
な
い
こ
と
。

イ

隣
接
す
る
同
時
放
射
区
域
が
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
七
条

若
し
く
は
第
百
七
条
の
二
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
壁
若
し
く
は
間
仕
切
壁
又
は
こ
れ
ら
と
同

等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
壁
若
し
く
は
間
仕
切
壁
で
区
画
さ
れ
、
か
つ
、
開
口
部
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
が
設
け
ら
れ
て

い
る
場
合

ロ

入
所
者
が
就
寝
に
使
用
す
る
居
室
以
外
で
あ
っ
て
、
講
堂
、
機
能
訓
練
室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

で
、
可
燃
物
の
集
積
量
が
少
な
く
、
か
つ
、
延
焼
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
設
置
す
る
場

合
ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
令
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
床
面
積
の
合
計
が
千

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
火
災
が
発
生
し
た
同
時

放
射
区
域
以
外
の
同
時
放
射
区
域
に
対
応
す
る
防
護
区
域
に
設
け
る
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
が
放
射
さ
れ
な

い
よ
う
に
設
置
す
る
場
合

第
四
第
六
号
㈡
中
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
」
を
削
り
、
「
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
を
「
放
射
で

き
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
用
い
る
」
に
改
め
、
同
号
㈢
中
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
」
を
削
り

、
「
も
の
で
あ
る
」
を
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
用
い
る
」
に
改
め
、
第
四
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。
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七

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
放
出
口
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分
に
設
け
る
こ
と
。

八

第
十
七
第
二
号
㈢
の
火
災
拡
大
抑
制
試
験
に
お
い
て
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加

熱
開
始
後
一
定
の
時
間
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
性
能
を
有
す
る
材
料

で
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
し
た
試
験
室
の
み
を
用
い
て
消
火
性
能
を
判
定
し
た
パ
ッ
ケ

ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
放
出
口
に
あ
っ
て
は
、
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
）
の
室

内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
を
当
該
材
料
と
同
等

以
上
の
性
能
を
有
す
る
材
料
で
し
た
部
分
に
の
み
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

第
五
第
一
号
中
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
表
示
さ
れ
て
い
る
防
護
区
域
を
有
効
に
包
含
す
る
よ
う
に
」
を

「
当
該
感
知
部
に
係
る
警
戒
区
域
及
び
当
該
放
出
口
に
係
る
防
護
区
域
が
一
の
同
時
放
射
区
域
を
有
効
に
包
含
す
る
よ

う
に
、
」
に
改
め
、
同
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

床
面
か
ら
放
出
口
の
取
付
け
面
（
放
出
口
を
取
り
付
け
る
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
又
は
上
階
の
床
若
し
く

は
屋
根
の
下
面
を
い
う
。
）
ま
で
の
高
さ
は
、
次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
㈠
又
は
㈡
に

定
め
る
高
さ
と
す
る
こ
と
。

㈠

Ⅰ
型

二
・
四
メ
ー
ト
ル
（
第
十
七
第
一
号
の
消
火
試
験
を
別
図
一
に
示
す
Ａ
模
型
を
使
用
し
感
知
部
と
連

動
さ
せ
た
状
態
で
行
っ
た
結
果
、
二
・
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
高
さ
で
消
火
性
能
が
確
認
で
き
た
場
合
に
あ
っ
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て
は
、
当
該
高
さ
）
以
下

㈡

Ⅱ
型

二
・
五
メ
ー
ト
ル
（
第
十
七
第
二
号
の
消
火
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
二
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
高

さ
で
消
火
性
能
が
確
認
で
き
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
高
さ
）
以
下

第
五
第
六
号
後
段
を
削
り
、
同
第
八
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
Ⅱ
型
に
つ
い
て
こ
れ
ら
を
難
燃
性
の
箱
に
収
納
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
点
検
に
便
利
な
箇
所
に
設

置
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
。

第
六
第
十
四
号
を
同
第
十
五
号
と
し
、
同
第
十
三
号
中
「
一
つ
の
」
を
「
一
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
第
十
四
号
と

し
、
同
第
十
二
号
を
同
第
十
三
号
と
し
、
同
第
十
一
号
中
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
号
を
同
第
十
二
号
と

し
、
第
六
中
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

主
電
源
に
電
池
を
用
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
適
合
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
（
Ⅱ
型
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
当
該
設
備
を
有
効
に
作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
容
量
を
有
す
る
電
池
を
用
い
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
こ
と
。

㈠

電
池
の
交
換
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
。

㈡

電
池
の
電
圧
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
有
効
に
作
動
で
き
る
電
圧
の
下
限
値
と
な
っ
た
こ
と
を
七

十
二
時
間
以
上
点
滅
表
示
等
に
よ
り
自
動
的
に
表
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
七
十
二
時
間
以
上
音
等
に
よ
り
伝
達

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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第
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八

放
出
口
及
び
放
出
導
管

放
出
口
及
び
放
出
導
管
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

金
属
材
料
で
造
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
災
に
よ
っ
て
生
ず
る
熱
に
よ
り
変
形
、
損
傷
等
が
生
じ
な
い
措
置
を
講

ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

二

耐
圧
試
験
（
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
。
第
九
第
一

号
に
お
い
て
「
消
火
器
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
試
験
を
い

う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
を
生
ぜ
ず
、
か
つ
、
変
形
を
生
じ
な
い
こ
と
。

三

内
面
等
の
放
射
に
関
係
す
る
部
分
は
、
平
滑
に
仕
上
げ
る
こ
と
。

四

放
出
口
の
取
付
け
部
と
放
出
導
管
は
、
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

五

管
継
手
は
、
放
出
導
管
を
確
実
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

消
火
薬
剤
（
蓄
圧
式
の
貯
蔵
容
器
に
あ
っ
て
は
、
消
火
薬
剤
及
び
加
圧
用
ガ
ス
）
を
貯
蔵
す
る
容
器
か
ら
放
出

口
ま
で
の
放
出
導
管
（
Ⅱ
型
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
長
さ
は
、
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
火
源
を
検
知
し
方
向
を
定
め
て
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
火
災
を
消
火

す
る
方
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

㈠

自
動
的
に
、
か
つ
、
確
実
に
火
源
の
位
置
を
検
知
で
き
る
こ
と
。
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㈡

自
動
的
に
放
出
口
を
消
火
の
た
め
に
有
効
な
方
向
に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

㈢

放
出
口
は
、
消
火
薬
剤
を
消
火
の
た
め
に
有
効
な
分
布
で
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

第
九
第
一
号
中
「
、
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
第
二
号
中
「
消
火
薬
剤
の
放
出
」
を
「
Ⅰ
型
に
あ
っ
て
は

、
消
火
薬
剤
の
放
射
」
に
改
め
る
。

第
十
第
一
号
中
「
第
八
第
一
号
㈠
か
ら
㈢
ま
で
」
を
「
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
第
二
号
中
「

放
出
」
を
「
放
射
」
に
改
め
る
。

第
十
一
第
三
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
一
の
警
戒
区
域
か
ら
二
以
上
の
異
な
る
火
災
信
号
を
受
信
し
、
作
動
装
置
等
に
起
動
信
号
を
発
信
し

た
後
に
お
い
て
、
異
な
る
警
戒
区
域
か
ら
二
以
上
の
異
な
る
火
災
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
は
、
起
動
信
号
を
発

信
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
。

第
十
一
第
七
号
中
「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

第
十
二
中
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
」
の
下
に
「
（
Ⅰ
型
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
第
一
号
中
「
第
八
第

一
号
㈠
か
ら
㈢
ま
で
」
を
「
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
第
二
号
中
「
当
該
」
を
「
火
災
の
発
生
し

た
警
戒
区
域
に
対
応
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
中
「
電
気
を
使
用
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
」
を
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
（
主
電
源
に

電
池
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。
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第
十
四
第
三
号
中
「
電
源
の
電
圧
を
次
の
範
囲
内
で
」
を
「
次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
電
源
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
㈠
又
は
㈡
に
定
め
る
範
囲
内
で
電
圧
を
」
に
改
め
、
同
号
㈠
中
「
以
下
」
の
下
に
「
（
主
電
源
に
電
池
を
用
い
る

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
供
給
さ
れ
る
電
力
に
係
る
電
圧
変
動
の
下
限
値
以
上
上
限
値
以
下
）
」

を
加
え
る
。

第
十
五
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
㈠
又
は
㈡
に
定
め
る
量
以
上
の
量
を
放
射
で
き
る
こ
と
。

㈠

Ⅰ
型

充
填
さ
れ
た
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
量

㈡

Ⅱ
型

充
填
さ
れ
た
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
量

第
十
六
か
ら
第
十
八
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六

消
火
性
能

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
消
火
性
能
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

Ⅰ
型

第
十
七
第
一
号
㈠
の
第
一
消
火
試
験
（
第
八
第
七
号
に
定
め
る
放
出
口
を
有
し
な
い
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自

動
消
火
設
備
に
つ
い
て
試
験
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
十
七
第
一
号
㈡
の
第
二
消
火
試
験

二

Ⅱ
型

第
十
七
第
二
号
㈠
の
第
一
消
火
試
験
、
同
号
㈡
の
第
二
消
火
試
験
及
び
同
号
㈢
の
火
災
拡
大
抑
制
試
験

第
十
七

消
火
試
験
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パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
消
火
性
能
を
判
定
す
る
消
火
試
験
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一

Ⅰ
型
に
お
け
る
消
火
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

㈠

第
一
消
火
試
験
は
、
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
ト
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

別
図
一
に
示
す
Ａ
模
型
及
び
Ｂ
模
型
を
用
い
る
こ
と
。

ロ

Ａ
模
型
及
び
Ｂ
模
型
は
、
防
護
区
域
内
の
任
意
の
場
所
に
そ
の
模
型
の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区

域
内
と
な
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
置
く
こ
と
。

ハ

Ａ
模
型
の
燃
焼
な
べ
に
、
四
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
、
点
火
す
る
こ
と
。

ニ

放
出
口
は
、
床
面
上
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
天
井
面
に
取
り
付
け
、
点
火
し
て
か
ら
三
分
後
に
、
放
出
口
か

ら
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
消
火
を
開
始
す
る
こ
と
。

ホ

放
射
が
終
了
し
た
後
、
た
だ
ち
に
Ｂ
模
型
の
鉄
製
皿
に
〇
・
四
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ

て
点
火
し
、
消
火
薬
剤
の
放
射
開
始
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
と
と
も
に
Ｂ
模
型
の
中
心

上
の
天
井
面
下
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
の
温
度
を
測
定
す
る
こ
と
。

ヘ

無
風
の
状
態
（
風
速
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
状
態
を
い
う
。
㈡
ト
及
び
第
十
九
第
四
号
㈥
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

ト

次
の
⑴
及
び
⑵
を
満
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。



 10 

⑴

Ａ
模
型
に
つ
い
て
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
開
始
し
て
か
ら
三
分
後
（
放
射
時
間
が
三
分
以
下
の
も
の
に

あ
っ
て
は
放
射
が
終
了
し
た
時
）
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放
射
終
了
後
、
放
射
を
開
始
し
て
か
ら

二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合

⑵

Ｂ
模
型
に
つ
い
て
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
の
燃
焼
中
に
測
定
し
た
温
度
の
上
昇
が
、
消
火
薬
剤
の
放
射

を
開
始
し
て
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
百
七
十
度
を
超
え
な
い
場
合

㈡

第
二
消
火
試
験
は
、
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
チ
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

別
図
一
に
示
す
Ａ
模
型
二
個
を
用
い
、
防
護
区
域
内
の
任
意
の
場
所
に
、
模
型
相
互
の
距
離
を
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
離
し
、
か
つ
、
当
該
模
型
の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区
域
内
と
な
る
よ
う
に
置
く
こ
と
。

ロ

Ａ
模
型
の
燃
焼
な
べ
に
、
四
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
、
点
火
す
る
こ
と
。

ハ

放
出
口
は
、
床
面
上
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
天
井
面
に
取
り
付
け
、
点
火
し
て
か
ら
三
分
後
に
、
放
出
口
か

ら
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
消
火
を
開
始
す
る
こ
と
。

ニ

別
図
一
に
示
す
Ｂ
模
型
二
個
を
用
い
、
防
護
区
域
内
の
任
意
の
場
所
に
、
模
型
相
互
の
距
離
を
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
離
し
、
か
つ
、
当
該
模
型
の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区
域
内
と
な
る
よ
う
に
置
く
こ
と
。

ホ

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
適
切
な
措
置
を
施
し
、
ハ
で
確
認
さ
れ
た
放
射
パ
タ
ー
ン
と
な
る
よ
う

に
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射
す
る
こ
と
。

ヘ

放
射
が
終
了
し
た
後
、
た
だ
ち
に
Ｂ
模
型
の
鉄
製
皿
に
〇
・
四
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
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て
点
火
し
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
開
始
し
て
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
と
と
も
に
Ｂ
模
型

の
中
心
上
の
天
井
面
下
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
の
温
度
を
測
定
す
る
こ
と
。

ト

無
風
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

チ

次
の
⑴
及
び
⑵
を
満
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

⑴

Ａ
模
型
に
つ
い
て
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
開
始
し
て
か
ら
三
分
後
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放
射

終
了
後
、
放
射
を
開
始
し
て
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合

⑵

Ｂ
模
型
に
つ
い
て
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
の
燃
焼
中
に
測
定
し
た
温
度
が
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
開
始

し
て
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
百
七
十
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
場
合

二

Ⅱ
型
に
お
け
る
消
火
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

㈠

第
一
消
火
試
験
は
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
ニ
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

厚
さ
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ラ
ワ
ン
合
板
を
用
い
た
壁
体
模
型
二
個
及
び
別
図
二
に
示
す
Ｃ
模
型
二
個
を
別

図
三
に
示
す
位
置
に
置
く
こ
と
。

ロ

放
出
口
を
別
図
三
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

ハ

各
Ｃ
模
型
全
体
に
そ
れ
ぞ
れ
エ
タ
ノ
ー
ル
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を
散
布
し
、
点
火
す
る
こ
と
。

ニ

消
火
薬
剤
の
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
一
分
後
に
残
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
二

分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。
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㈡

第
二
消
火
試
験
は
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
ニ
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

別
図
四
に
示
す
Ｄ
模
型
を
別
図
五
に
示
す
位
置
に
置
く
こ
と
。

ロ

放
出
口
を
別
図
五
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

ハ

Ｄ
模
型
の
燃
焼
な
べ
に
、
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
て
点
火
し
、
五
分
間
予
燃
し

た
後
に
試
験
を
開
始
す
る
こ
と
。

ニ

消
火
薬
剤
の
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
一
分
後
に
残
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
二

分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

㈢

火
災
拡
大
抑
制
試
験
は
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
ヘ
の
規
定
に
よ
り
行
う

こ
と
。

イ

別
図
六
に
示
す
試
験
室
で
試
験
を
行
う
こ
と
。

ロ

別
図
七
に
示
す
Ｅ
模
型
及
び
別
図
八
に
示
す
家
具
模
型
二
個
を
用
い
、
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
不
燃
材

料
の
上
に
置
く
こ
と
。

ハ

試
験
室
の
天
井
部
に
、
感
知
部
及
び
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
（
標
示
温
度
七
十
二
度
で
感
度
種
別
が
一

種
の
も
の
に
限
る
。
）
を
別
図
六
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

ニ

試
験
室
の
天
井
部
に
、
放
出
口
を
、
当
該
放
出
口
に
係
る
防
護
区
域
が
別
図
六
に
示
す
試
験
用
同
時
放
射

区
域
を
有
効
に
包
含
す
る
よ
う
に
、
か
つ
、
当
該
区
域
内
に
均
等
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
付
け
る
こ
と
。
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ホ

燃
焼
皿
に
〇
・
五
リ
ッ
ト
ル
の
水
及
び
〇
・
二
五
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
点
火
す
る
と

と
も
に
、
家
具
模
型
に
点
火
す
る
こ
と
。

ヘ

次
の
⑴
か
ら
⑷
を
満
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

⑴

別
図
六
に
示
す
熱
電
対
ａ
及
び
熱
電
対
ｂ
に
お
い
て
測
定
さ
れ
た
温
度
が
、
点
火
し
て
か
ら
三
十
分
を

経
過
す
る
ま
で
の
間
、
い
ず
れ
も
三
百
十
五
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

別
図
六
に
示
す
熱
電
対
ｃ
に
お
い
て
測
定
さ
れ
た
温
度
が
、
点
火
し
て
か
ら
三
十
分
を
経
過
す
る
ま
で

の
間
、
九
十
三
度
を
超
え
ず
、
か
つ
、
二
分
間
以
上
継
続
し
て
五
十
四
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

別
図
六
に
示
す
熱
電
対
ｄ
に
お
い
て
測
定
さ
れ
た
温
度
が
、
点
火
し
て
か
ら
三
十
分
を
経
過
す
る
ま
で

の
間
、
二
百
六
十
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑷

点
火
し
て
か
ら
三
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
試
験
室
に
設
置
さ
れ
た
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
が

作
動
し
な
い
こ
と
。

第
十
八

消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
貯
蔵
量

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
貯
蔵
量
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一

消
火
薬
剤
の
種
類
は
、
次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
㈠
又
は
㈡
に
定
め
る
種
類
と
す
る

こ
と
。
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㈠

Ⅰ
型

第
十
九
第
一
号
に
定
め
る
強
化
液
、
第
十
九
第
二
号
に
定
め
る
第
一
種
機
械
泡
若
し
く
は
第
二
種
機

械
泡
又
は
第
十
九
第
三
号
に
定
め
る
第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
、
第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
若
し
く
は
第
三
種

浸
潤
剤
等
入
り
水

㈡

Ⅱ
型

第
十
九
第
三
号
に
定
め
る
第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二

消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
区
分
及
び
防
護
面
積
に
応
じ
た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ
と
。

消

火

薬

剤

の

貯

蔵

量
（
リ
ッ
ト
ル
）

Ⅰ

型

Ⅱ

型

消
火
薬
剤
の
種
類

防
護
面
積
十

防
護
面
積
二

防
護
面
積
三

防
護
面
積
五

防
護
面
積
十

三
平
方
メ
ー

十
一
平
方
メ

十
四
平
方
メ

十
五
平
方
メ

三
平
方
メ
ー

ト
ル

ー
ト
ル

ー
ト
ル

ー
ト
ル

ト
ル

強
化
液

二
百
三
十
四

三
百
七
十
八

六
百
十
二

九
百
九
十

第
一
種
機
械
泡

二
百
三
十
四

三
百
七
十
八

六
百
十
二

九
百
九
十

第
二
種
機
械
泡

百
四
十
一

二
百
二
十
七

三
百
六
十
八

五
百
九
十
四

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
百
三
十
四

三
百
七
十
八

六
百
十
二

九
百
九
十

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

百
四
十
一

二
百
二
十
七

三
百
六
十
八

五
百
九
十
四
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第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

九
十
四

百
五
十
二

二
百
四
十
五

三
百
九
十
六

十
六

三

Ⅰ
型
に
お
け
る
放
射
時
間
は
、
一
分
以
上
と
す
る
こ
と
。

第
十
九
中
「
消
火
薬
剤
性
能
等
は
次
」
を
「
消
火
薬
剤
の
性
能
等
は
、
次
の
各
号
」
に
改
め
、
同
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

強
化
液
は
、
ア
ル
カ
リ
金
属
塩
類
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で
、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈠

著
し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
著
し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
の
あ
る
ガ
ス
を

発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

結
晶
の
析
出
、
溶
液
の
分
離
、
浮
遊
物
又
は
沈
殿
物
の
発
生
そ
の
他
の
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

浸
潤
剤
等
を
混
和
し
、
又
は
添
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
消
火
薬
剤
の
性
状
又
は
性
能
に
悪
影
響
を
与
え

な
い
浸
潤
剤
等
を
使
用
す
る
こ
と
。

㈣

腐
敗
、
変
質
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

ア
ル
カ
リ
性
反
応
を
呈
す
る
こ
と
。

㈥

凝
固
点
が
零
下
二
十
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

㈦

第
四
号
の
試
験
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

第
一
種
機
械
泡
及
び
第
二
種
機
械
泡
は
、
化
学
反
応
に
よ
ら
ず
消
火
効
果
を
有
す
る
泡
を
生
成
す
る
水
溶
性
の

消
火
薬
剤
で
、
前
号
㈠
か
ら
㈣
ま
で
及
び
㈦
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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㈠

放
射
さ
れ
る
泡
は
、
耐
火
性
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

水
溶
液
又
は
液
状
若
し
く
は
粉
末
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
液
状
又
は
粉
末
状
の
消

火
薬
剤
に
あ
っ
て
は
、
水
に
溶
け
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

温
度
二
十
度
の
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
発
泡
用
消
火
器
を
作
動
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
放
射
さ
れ
る
泡
の
容

量
が
消
火
薬
剤
の
容
量
の
五
倍
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
発
泡
前
の
水
溶
液
の
容
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
水

溶
液
が
泡
か
ら
還
元
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
が
一
分
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈣

凝
固
点
は
、
使
用
温
度
の
下
限
値
未
満
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
、
第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
及
び
第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
は
、
浸
潤
剤
等
を
含
有

す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で
、
第
一
号
㈠
か
ら
㈣
ま
で
及
び
㈦
並
び
に
前
号
㈣
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

四

消
火
薬
剤
の
性
能
に
関
す
る
試
験
は
、
㈠
か
ら
㈦
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
㈧
の
規
定
に

よ
り
行
う
こ
と
。

㈠

消
火
薬
剤
の
量
、
試
験
用
消
火
器
の
容
量
及
び
消
火
薬
剤
の
放
射
時
間
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
消

火
薬
剤
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
量
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
容
量
及
び
同
表

の
第
四
欄
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
こ
と
。

消
火
薬
剤
の
種
類

消
火
薬
剤
の
量

試
験
用
消
火
器
の
容
量

消
火
薬
剤
の
放
射
時
間
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（
リ
ッ
ト
ル
）

（
リ
ッ
ト
ル
）

（
秒
）

強
化
液

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十

第
一
種
機
械
泡

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十

第
二
種
機
械
泡

三
・
〇

三
・
六
～
四
・
五

三
十
五

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

五
・
〇

六
・
〇
～
七
・
五

四
十

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

三
・
〇

三
・
六
～
四
・
五

三
十
五

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
・
〇

二
・
四
～
三
・
〇

三
十

㈡

別
図
九
に
示
す
Ｆ
模
型
を
用
い
る
こ
と
。

㈢

試
験
用
消
火
器
は
、
試
験
を
行
う
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
棒
状
ノ
ズ
ル
の
蓄
圧
式
消
火
器
を
使
用
す
る
こ
と
。

㈣

燃
焼
な
べ
に
、
三
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
点
火
す
る
こ
と
。

㈤

点
火
し
て
か
ら
三
分
後
に
、
試
験
用
消
火
器
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
消
火
を
開
始
す
る
こ
と
。

㈥

無
風
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈦

温
度
二
十
度
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈧

消
火
薬
剤
の
放
射
が
終
了
し
た
時
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
二
分
を
経
過
す
る

ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

第
十
九
第
五
号
中
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
第
六
号
中
「
㈠
か
ら
㈧
ま
で
」
を
「
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次
」
に
、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

第
二
十
中
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
を
第
五
号
と

し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

主
電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
池
の
種
類
及
び
電
圧

第
二
十
第
三
号
を
同
第
四
号
と
し
、
同
第
二
号
中
「
種
別
」
を
「
種
類
」
に
改
め
、
同
号
を
同
第
三
号
と
し
、
同
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

Ⅰ
型
又
は
Ⅱ
型
の
別

別
図
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
図
二
の
次
に
次
の
七
図
を
加
え
る
。



 20 



 21 



 22 



 23 

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
現
に
パ

ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
に
係
る
工
事
中
の
防
火
対
象
物
又
は
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
に
係
る
工
事
を
開
始
す
る
防
火
対
象
物
に
お
け
る
当
該
パ
ッ
ケ

ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
う
ち
、
改
正
後
の
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
三
号
第
二
十
第
二
号
の
規
定
に
適
合
し

な
い
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



- 1 -

平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
三
号
（
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
パ

ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

○

平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
三
号
（
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
一

趣
旨

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す

こ
の
告
示
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す

る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

用
語
の
意
義

第
二

用
語
の
意
義

こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

Ⅰ
型

第
六
、
第
十
五
及
び
第
十
六
に
お
い
て
Ⅰ
型
と
し
て
定
め
る
性

（
新
設
）

能
を
有
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
い
う
。

二

Ⅱ
型

第
六
、
第
十
五
及
び
第
十
六
に
お
い
て
Ⅱ
型
と
し
て
定
め
る
性

（
新
設
）

能
を
有
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
い
う
。

三

感
知
部

火
災
に
よ
り
生
ず
る
熱
、
煙
又
は
炎
を
利
用
し
て
自
動
的
に

一

感
知
部

火
災
に
よ
り
生
ず
る
熱
、
煙
又
は
炎
を
利
用
し
て
自
動
的
に

火
災
の
発
生
を
感
知
し
、
受
信
装
置
又
は
中
継
装
置
に
、
火
災
が
発
生
し

火
災
の
発
生
を
感
知
し
、
受
信
装
置
又
は
中
継
装
置
に
、
火
災
が
発
生
し

た
旨
の
信
号
（
以
下
「
火
災
信
号
」
と
い
う
。
）
を
発
信
す
る
も
の
を
い

た
旨
の
信
号
（
以
下
「
火
災
信
号
」
と
い
う
。
）
を
発
信
す
る
も
の
を
い

う
。

う
。
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四

感
知
器
型
感
知
部

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技

二

感
知
器
型
感
知
部

火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技

術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
七
号
。
以

術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
七
号
。
以

下
「
感
知
器
等
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
感

下
「
感
知
器
等
規
格
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
感

知
器
の
感
知
部
を
い
う
。

知
器
の
感
知
部
を
い
う
。

五

そ
の
他
の
感
知
部

感
知
器
型
感
知
部
以
外
の
方
法
に
よ
る
感
知
部
を

三

そ
の
他
の
感
知
部

感
知
器
型
感
知
部
以
外
の
方
法
に
よ
る
感
知
部
を

い
う
。

い
う
。

六

放
出
口

火
災
の
消
火
等
の
た
め
に
、
消
火
薬
剤
を
有
効
に
放
射
さ
せ

四

放
出
口

火
災
の
消
火
等
の
た
め
に
、
消
火
薬
剤
を
有
効
に
放
射
さ
せ

る
も
の
を
い
う
。

る
も
の
を
い
う
。

七

放
出
導
管

消
火
薬
剤
を
消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
か
ら
放
出
口
へ
導
く

五

放
出
導
管

消
火
薬
剤
を
消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
か
ら
放
出
口
へ
導
く

管
を
い
う
。

管
を
い
う
。

八

浸
潤
剤
等

消
火
薬
剤
の
性
能
を
高
め
、
又
は
性
能
を
改
良
す
る
た
め

六

浸
潤
剤
等

消
火
薬
剤
の
性
能
を
高
め
、
又
は
性
能
を
改
良
す
る
た
め

に
用
い
る
浸
潤
剤
、
不
凍
剤
等
を
い
う
。

に
用
い
る
浸
潤
剤
、
不
凍
剤
等
を
い
う
。

九

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等

消
火
薬
剤
（
蓄
圧
式
の
貯
蔵
容
器
に
あ
っ
て

七

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等

消
火
薬
剤
（
蓄
圧
式
の
貯
蔵
容
器
に
あ
っ
て

は
、
消
火
薬
剤
と
加
圧
用
ガ
ス
）
を
貯
蔵
す
る
容
器
、
加
圧
用
ガ
ス
を
貯

は
、
消
火
薬
剤
と
加
圧
用
ガ
ス
）
を
貯
蔵
す
る
容
器
、
加
圧
用
ガ
ス
を
貯

蔵
す
る
容
器
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
部
品
を
い
う
。

蔵
す
る
容
器
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
部
品
を
い
う
。

十

受
信
装
置

火
災
信
号
を
受
信
し
、
火
災
を
感
知
し
た
旨
を
音
又
は
音

八

受
信
装
置

火
災
信
号
を
受
信
し
、
火
災
を
感
知
し
た
旨
を
音
又
は
音

声
（
以
下
「
音
等
」
と
い
う
。
）
で
知
ら
せ
、
作
動
装
置
等
を
起
動
さ
せ

声
（
以
下
「
音
等
」
と
い
う
。
）
で
知
ら
せ
、
作
動
装
置
等
を
起
動
さ
せ

る
旨
の
信
号
（
以
下
「
起
動
信
号
」
と
い
う
。
）
を
発
信
す
る
装
置
を
い

る
旨
の
信
号
（
以
下
「
起
動
信
号
」
と
い
う
。
）
を
発
信
す
る
装
置
を
い

う
。

う
。

十
一

中
継
装
置

火
災
信
号
、
起
動
信
号
又
は
作
動
装
置
等
が
作
動
し
た

八
の
二

中
継
装
置

火
災
信
号
、
起
動
信
号
又
は
作
動
装
置
等
が
作
動
し

旨
の
信
号
（
以
下
「
作
動
信
号
」
と
い
う
。
）
を
受
信
し
、
及
び
発
信
す

た
旨
の
信
号
（
以
下
「
作
動
信
号
」
と
い
う
。
）
を
受
信
し
及
び
発
信
す

る
装
置
を
い
う
。

る
装
置
を
い
う
。
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十
二

作
動
装
置

起
動
信
号
に
よ
り
、
弁
等
を
開
け
、
消
火
薬
剤
貯
蔵
容

九

作
動
装
置

起
動
信
号
に
よ
り
、
弁
等
を
開
け
、
消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器

器
等
か
ら
消
火
薬
剤
を
送
り
出
す
た
め
の
装
置
を
い
う
。

等
か
ら
消
火
薬
剤
を
送
り
出
す
た
め
の
装
置
を
い
う
。

十
三

警
戒
区
域

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
感
知
部
が
、
発
生
し

十

警
戒
区
域

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
感
知
部
が
、
発
生
し
た

た
火
災
を
有
効
に
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
を
い
う
。

火
災
を
有
効
に
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
を
い
う
。

十
四

警
戒
面
積

警
戒
区
域
の
面
積
を
い
う
。

十
一

警
戒
面
積

警
戒
区
域
の
面
積
を
い
う
。

十
五

防
護
区
域

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
放
出
口
か
ら
放
射
さ

十
二

防
護
区
域

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
放
出
口
か
ら
放
射
さ

れ
る
消
火
薬
剤
に
よ
り
火
災
の
消
火
が
で
き
る
区
域
を
い
う
。

れ
る
消
火
薬
剤
に
よ
り
火
災
の
消
火
が
で
き
る
区
域
を
い
う
。

十
六

防
護
面
積

防
護
区
域
の
面
積
を
い
う
。

十
三

防
護
面
積

防
護
区
域
の
面
積
を
い
う
。

十
七

同
時
放
射
区
域

火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
作
動
装
置
又

十
四

同
時
放
射
区
域

火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
作
動
装
置
又

は
選
択
弁
等
に
接
続
す
る
一
の
放
出
導
管
に
接
続
さ
れ
る
、
一
定
の
区
域

は
選
択
弁
に
接
続
す
る
一
の
放
出
導
管
に
接
続
さ
れ
る
、
一
定
の
区
域
に

に
係
る
全
て
の
放
出
口
か
ら
消
火
及
び
延
焼
防
止
の
た
め
に
同
時
に
消
火

係
る
全
て
の
放
出
口
か
ら
消
火
及
び
延
焼
拡
大
防
止
の
た
め
に
同
時
に
消

薬
剤
を
放
射
し
、
防
護
す
べ
き
区
域
を
い
う
。

火
薬
剤
を
放
射
し
、
防
護
す
べ
き
区
域
を
い
う
。

第
三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
火
対
象

第
三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
火
対
象

物

物

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
防
火
対
象
物

当
該
各
号
に
定
め
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き

は
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と

る
も
の
と
す
る
。

い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
九
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
令
第
十
二
条
第
二

項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
令
別
表
第
一
㈤
項
若
し

く
は
㈥
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の

同
表
㈤
項
若
し
く
は
㈥
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
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で
あ
っ
て
、
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
主
と

し
て
、
居
住
、
執
務
、
作
業
、
集
会
、
娯
楽
及
び
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

目
的
の
た
め
に
継
続
的
に
使
用
さ
れ
る
室
、
廊
下
並
び
に
通
路
等
の
人
が
常

時
出
入
り
す
る
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消

火
設
備
を
設
置
す
る
防
火
対
象
物
の
部
分
の
う
ち
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第

三
項
に
掲
げ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
を
「
パ
ッ
ケ

ー
ジ
型
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
」
（
平
成
十

六
年
消
防
庁
告
示
第
十
二
号
）
に
従
い
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

Ⅰ
型

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
「

令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第

九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
令
第

十
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
令
別

表
第
一
㈤
項
若
し
く
は
㈥
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同
表

項
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
の
同
表
㈤
項
若
し
く
は
㈥
項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の

用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
二

Ⅱ
型

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
又
は
そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
二
百
七
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の
（
易
燃
性
の
可
燃
物
が
存
し
消
火
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
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第
四

設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

第
四

設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

設
置
し
、
及
び
維
持
す
る
も
の
と
す
る
。

設
置
し
、
及
び
維
持
す
る
も
の
と
す
る
。

一

同
時
放
射
区
域
は
、
原
則
と
し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
設

一

同
時
放
射
区
域
は
、
原
則
と
し
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
壁
、
床
、
天
井

置
し
よ
う
と
す
る
防
火
対
象
物
の
壁
、
床
、
天
井
、
戸
（
ふ
す
ま
、
障
子

、
戸
（
ふ
す
ま
、
障
子
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
等
で
区
画
さ
れ

じ
。
）
等
で
区
画
さ
れ
て
い
る
居
室
、
倉
庫
等
の
部
分
ご
と
に
設
定
す
る

て
い
る
居
室
、
倉
庫
等
の
部
分
ご
と
に
設
定
す
る
こ
と
。

こ
と
。

二

壁
、
床
、
天
井
、
戸
等
で
区
画
さ
れ
て
い
る
居
室
等
の
面
積
が
十
三
平

二

壁
、
床
、
天
井
、
戸
等
で
区
画
さ
れ
て
い
る
居
室
等
の
面
積
が
十
三
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
時
放
射
区
域
を
二
以

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
時
放
射
区
域
を
二
以

上
に
分
割
し
て
、
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

上
に
分
割
し
て
、
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ

れ
の
同
時
放
射
区
域
の
面
積
は
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
当
該
設
備
の
防
護
面
積
（
二
以
上

三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
そ
の
防
護
面
積
（
二
以
上
の
パ
ッ

の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
組
み
合
せ
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ

ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
組
み
合
せ
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

て
は
、
当
該
設
備
の
防
護
面
積
の
合
計
）
が
各
同
時
放
射
区
域
の
面
積
以

当
該
設
備
の
防
護
面
積
の
合
計
）
が
同
時
放
射
区
域
の
面
積
以
上
で
あ
る

上
で
あ
る
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

四

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
同
時
放
射
区
域
に
お
い
て
発
生
し

四

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
同
時
放
射
区
域
に
お
い
て
発
生
し

た
火
災
を
有
効
に
感
知
し
、
か
つ
、
消
火
で
き
る
よ
う
に
設
置
す
る
こ

た
火
災
を
有
効
に
感
知
し
、
か
つ
、
消
火
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

と
。

五

同
時
放
射
区
域
を
二
以
上
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
よ
り
防

五

同
時
放
射
区
域
を
二
以
上
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
よ
り
防

護
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
時
に
放
射
で
き
る
よ
う
に
作
動
装
置
等
を

護
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
時
に
放
射
で
き
る
よ
う
に
作
動
装
置
等
を

連
動
さ
せ
る
こ
と
。

連
動
さ
せ
る
こ
と
。
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六

Ⅰ
型
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
消
火
薬
剤
、
消
火

六

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
消
火
薬
剤
、
消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等

薬
剤
貯
蔵
容
器
等
、
受
信
装
置
、
中
継
装
置
、
作
動
装
置
等
を
二
以
上
の

、
受
信
装
置
、
中
継
装
置
、
作
動
装
置
等
を
二
以
上
の
同
時
放
射
区
域
に

同
時
放
射
区
域
に
お
い
て
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

隣
接
す
る
同
時
放
射
区
域
間
の
設
備
を
共
用
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し

㈠

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
共
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
隣
接

、
次
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

す
る
同
時
放
射
区
域
間
の
設
備
を
共
用
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
隣
接
す
る
同
時
放
射
区
域
間
の
設
備
を
共
用
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

隣
接
す
る
同
時
放
射
区
域
が
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

ア

隣
接
す
る
同
時
放
射
区
域
が
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
七
条
若
し
く
は
第
百
七
条
の
二
に

年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
七
条
に
規
定
す
る
耐
火
性
能
若
し

規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
壁
若
し
く
は
間
仕
切
壁
又
は
こ

く
は
同
施
行
令
第
百
七
条
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
性
能
又
は
こ
れ

れ
ら
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
壁
若
し
く
は
間
仕
切
壁
で
区
画

ら
と
同
等
以
上
の
防
火
性
能
を
有
す
る
壁
若
し
く
は
間
仕
切
壁
で
区

さ
れ
、
か
つ
、
開
口
部
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

画
さ
れ
、
か
つ
、
開
口
部
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
あ
る
防

二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
あ
る

火
戸
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合

防
火
戸
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合

ロ

入
所
者
が
就
寝
に
使
用
す
る
居
室
以
外
で
あ
っ
て
、
講
堂
、
機
能

イ

入
所
者
が
就
寝
に
使
用
す
る
居
室
以
外
で
あ
っ
て
、
講
堂
、
機
能

訓
練
室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
、
可
燃
物
の
集
積
量
が
少

訓
練
室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
、
可
燃
物
の
集
積
量
が
少

な
く
、
か
つ
、
延
焼
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
設

な
く
、
か
つ
、
延
焼
拡
大
の
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

置
す
る
場
合

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
令
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号

の
二
に
規
定
す
る
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
防
火

対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
火
災
が
発
生

し
た
同
時
放
射
区
域
以
外
の
同
時
放
射
区
域
に
対
応
す
る
防
護
区
域
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に
設
け
る
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
が
放
射
さ
れ
な
い
よ
う
に
設
置
す

る
場
合

㈡

共
用
す
る
二
以
上
の
同
時
放
射
区
域
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
警
戒
区

㈡

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
共
用
す
る
二
以
上
の
同
時
放
射

域
に
お
い
て
発
生
し
た
火
災
を
有
効
に
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ

区
域
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
警
戒
区
域
に
お
い
て
発
生
し
た
火
災
を
有

、
火
災
が
発
生
し
た
同
時
放
射
区
域
に
有
効
に
消
火
薬
剤
を
放
射
で
き

効
に
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
火
災
が
発
生
し
た
同
時
放
射
区

る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
用
い
る
こ
と
。

域
に
有
効
に
消
火
薬
剤
を
放
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

作
動
装
置
が
作
動
し
て
か
ら
共
用
す
る
い
ず
れ
の
同
時
放
射
区
域
内

㈢

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
作
動
装
置
が
作
動
し
て
か
ら
共
用

に
お
い
て
も
三
十
秒
以
内
に
消
火
薬
剤
を
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
パ

す
る
い
ず
れ
の
同
時
放
射
区
域
内
に
お
い
て
も
三
十
秒
以
内
に
消
火
薬

ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
用
い
る
こ
と
。

剤
を
放
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
放
出
口
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭

（
新
設
）

和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分
に
設
け
る
こ
と
。

八

第
十
七
第
二
号
㈢
の
火
災
拡
大
抑
制
試
験
に
お
い
て
、
通
常
の
火
災
に

（
新
設
）

よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
一
定
の
時
間
建
築
基
準

法
施
行
令
第
百
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
性
能
を
有
す
る

材
料
で
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
し
た
試
験
室
の

み
を
用
い
て
消
火
性
能
を
判
定
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
放

出
口
に
あ
っ
て
は
、
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
屋

根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
を
当
該
材
料
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る

材
料
で
し
た
部
分
に
の
み
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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第
五

設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
基
準
の
細
目

第
五

設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
基
準
の
細
目

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
基
準
の
細
目

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
基
準
の
細
目

は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

感
知
部
及
び
放
出
口
は
、
当
該
感
知
部
に
係
る
警
戒
区
域
及
び
当
該
放

一

感
知
部
及
び
放
出
口
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
表
示
さ
れ

出
口
に
係
る
防
護
区
域
が
一
の
同
時
放
射
区
域
を
有
効
に
包
含
す
る
よ
う

て
い
る
防
護
区
域
を
有
効
に
包
含
す
る
よ
う
に
天
井
、
壁
等
に
確
実
に
取

に
、
天
井
、
壁
等
に
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

り
付
け
る
こ
と
。

二

感
知
部
は
、
は
り
等
に
よ
り
感
知
障
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、

二

感
知
部
は
、
は
り
等
に
よ
り
感
知
障
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、

火
災
を
有
効
に
感
知
す
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

火
災
を
有
効
に
感
知
す
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

三

放
出
口
は
、
は
り
等
に
よ
り
放
射
障
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、

三

放
出
口
は
、
は
り
等
に
よ
り
放
射
障
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、

火
災
を
有
効
に
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

火
災
を
有
効
に
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

四

床
面
か
ら
放
出
口
の
取
付
け
面
（
放
出
口
を
取
り
付
け
る
天
井
の
室
内

四

床
面
か
ら
放
出
口
の
取
付
け
面
（
放
出
口
を
取
り
付
け
る
天
井
の
室
内

に
面
す
る
部
分
又
は
上
階
の
床
若
し
く
は
屋
根
の
下
面
を
い
う
。
）
ま
で

に
面
す
る
部
分
又
は
上
階
の
床
若
し
く
は
屋
根
の
下
面
を
い
う
。
）
ま
で

の
高
さ
は
、
次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
㈠
又
は

の
高
さ
は
、
二
・
四
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
七
の

㈡
に
定
め
る
高
さ
と
す
る
こ
と
。

消
火
試
験
を
、
別
図
一
に
示
す
Ａ
模
型
を
使
用
し
感
知
部
と
連
動
さ
せ
た

状
態
で
二
・
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
高
さ
で
消
火
性
能
が
確
認
で
き
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
高
さ
ま
で
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

㈠

Ⅰ
型

二
・
四
メ
ー
ト
ル
（
第
十
七
第
一
号
の
消
火
試
験
を
別
図
一

に
示
す
Ａ
模
型
を
使
用
し
感
知
部
と
連
動
さ
せ
た
状
態
で
行
っ
た
結
果

、
二
・
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
高
さ
で
消
火
性
能
が
確
認
で
き
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
高
さ
）
以
下

㈡

Ⅱ
型

二
・
五
メ
ー
ト
ル
（
第
十
七
第
二
号
の
消
火
試
験
を
行
っ
た

結
果
、
二
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
高
さ
で
消
火
性
能
が
確
認
で
き
た
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場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
高
さ
）
以
下

五

配
線
は
、
そ
の
用
途
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る

五

配
線
は
、
そ
の
用
途
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る

こ
と
。

こ
と
。

㈠

非
常
電
源
に
係
る
配
線

規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ホ

㈠

非
常
電
源
に
係
る
配
線

規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ホ

㈡

操
作
回
路
等
に
係
る
配
線

規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号

㈡

操
作
回
路
等
に
係
る
配
線

規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号

㈢

上
記
以
外
の
配
線

規
則
第
二
十
四
条
第
一
号

㈢

上
記
以
外
の
配
線

規
則
第
二
十
四
条
第
一
号

六

放
出
導
管
は
、
規
則
第
二
十
一
条
第
四
項
第
七
号
の
規
定
の
例
に
よ
り

六

放
出
導
管
は
、
規
則
第
二
十
一
条
第
四
項
第
七
号
の
規
定
の
例
に
よ
り

設
け
る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。

な
お
、
金
属
材
料
以
外
の
材
料
で
造
ら
れ
た
放
出
導
管
を
用
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
火
災
に
よ
っ
て
生
ず
る
熱
に
よ
り
変
形
、
損
傷
等
が
生
じ

な
い
よ
う
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
は
、
地
震
動
等
に
よ
り
転
倒
し
な
い
よ
う
に
確

七

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
は
、
地
震
動
等
に
よ
り
転
倒
し
な
い
よ
う
に
確

実
に
設
置
す
る
こ
と
。

実
に
設
置
す
る
こ
と
。

八

受
信
装
置
、
作
動
装
置
、
消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
及
び
中
継
装
置
（
中

八

受
信
装
置
、
作
動
装
置
、
消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
及
び
中
継
装
置
（
中

継
装
置
を
設
け
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
火
災

継
装
置
を
設
け
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
火
災

等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
設
置
す
る
こ

等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
箇
所
に
設
置
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
Ⅱ
型
に
つ
い
て
こ
れ
ら
を
難
燃
性
の
箱
に
収
納
す
る
場
合

と
。

に
あ
っ
て
は
、
点
検
に
便
利
な
箇
所
に
設
置
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
。

九

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
う
ち
充
填
し
た
消
火
薬
剤
に
接
触
す

九

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
う
ち
充
填
し
た
消
火
薬
剤
に
接
触
す

る
部
分
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

る
部
分
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

㈠

充
填
し
た
消
火
薬
剤
に
接
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
三
パ
ー
セ
ン
ト

㈠

充
填
し
た
消
火
薬
剤
に
接
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
三
パ
ー
セ
ン
ト

の
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液
中
に
十
四
日
間
浸
す
腐
食
試
験
を
行
っ
た

の
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液
中
に
十
四
日
間
浸
す
腐
食
試
験
を
行
っ
た
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場
合
及
び
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下

場
合
及
び
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下

欄
に
掲
げ
る
腐
食
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
さ
び
そ
の
他
の
異

欄
に
掲
げ
る
腐
食
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
さ
び
そ
の
他
の
異

常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
部
分
を

常
を
生
じ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
部
分
を

耐
食
性
材
料
で
造
っ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、

耐
食
性
材
料
で
造
っ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、

腐
食
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

腐
食
試
験
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

区

分

腐

食

試

験

区

分

腐

食

試

験

充
填
し
た
消
火
薬
剤
が
ア
ル
カ

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
水
酸
化
ナ
ト

充
填
し
た
消
火
薬
剤
が
ア
ル
カ

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
水
酸
化
ナ
ト

リ
性
で
あ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自

リ
ウ
ム
水
溶
液
中
に
十
四
日
間

リ
性
で
あ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自

リ
ウ
ム
水
溶
液
中
に
十
四
日
間

動
消
火
設
備

浸
す
。

動
消
火
設
備

浸
す
。

充
填
し
た
消
火
薬
剤
が
酸
性
で

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
硫
酸
中
に
十

充
填
し
た
消
火
薬
剤
が
酸
性
で

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
硫
酸
中
に
十

あ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火

四
日
間
浸
す
。

あ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火

四
日
間
浸
す
。

設
備

設
備

㈡

充
填
し
た
消
火
薬
剤
に
接
触
す
る
部
分
に
耐
食
塗
装
を
施
し
た
パ
ッ

㈡

充
填
し
た
消
火
薬
剤
に
接
触
す
る
部
分
に
耐
食
塗
装
を
施
し
た
パ
ッ

ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
当
該
部
分
と
同
じ
試
験
片
に
つ
い
て
次

ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
当
該
部
分
と
同
じ
試
験
片
に
つ
い
て
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
下
欄
に
掲
げ
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
下
欄
に
掲
げ
る
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区

分

性

能

区

分

性

能

塗
面
を
外
に
し
た
平
ら
な
試
験
片
を
直
径
十
ミ
リ

塗
面
を
外
に
し
た
平
ら
な
試
験
片
を
直
径
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
の
棒
の
回
り
に
一
秒
間
に
百
八
十
度
折

メ
ー
ト
ル
の
棒
の
回
り
に
一
秒
間
に
百
八
十
度
折

屈
曲
性
試
験

り
曲
げ
た
場
合
に
お
い
て
、
屈
曲
部
の
両
端
か
ら

屈
曲
性
試
験

り
曲
げ
た
場
合
に
お
い
て
、
屈
曲
部
の
両
端
か
ら

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
除
い
た
残
り
の
部
分

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
除
い
た
残
り
の
部
分

の
塗
膜
に
わ
れ
又
は
は
が
れ
を
生
じ
な
い
こ
と
。

の
塗
膜
に
わ
れ
又
は
は
が
れ
を
生
じ
な
い
こ
と
。
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塗
面
を
上
向
き
に
し
た
平
ら
な
試
験
片
を
鋼
製
の

塗
面
を
上
向
き
に
し
た
平
ら
な
試
験
片
を
鋼
製
の

台
の
上
に
固
定
し
、
三
百
グ
ラ
ム
の
お
も
り
の
先

台
の
上
に
固
定
し
、
三
百
グ
ラ
ム
の
お
も
り
の
先

端
に
直
径
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鋼
球
を
取
り

端
に
直
径
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鋼
球
を
取
り

付
け
、
塗
面
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

付
け
、
塗
面
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

か
ら
鋼
球
を
下
向
き
に
し
て
塗
面
上
に
落
下
さ
せ

か
ら
鋼
球
を
下
向
き
に
し
て
塗
面
上
に
落
下
さ
せ

衝
撃
性
試
験

た
場
合
に
お
い
て
、
塗
膜
に
わ
れ
又
は
は
が
れ
を

衝
撃
性
試
験

た
場
合
に
お
い
て
、
塗
膜
に
わ
れ
又
は
は
が
れ
を

生
じ
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
球
の

生
じ
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
球
の

材
質
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
日
本
工
業
標
準
化
法
（
昭
和

材
質
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
日
本
工
業
標
準
化
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一

項
の
日
本
工
業
規
格
を
い
う
。
）
Ｂ
一
五
〇
一
に

項
の
日
本
工
業
規
格
を
い
う
。
）
Ｂ
一
五
〇
一
に

適
合
す
る
こ
と
。

適
合
す
る
こ
と
。

㈠
に
規
定
す
る
試
験
に
準
ず
る
腐
食
試
験
を
行
っ

㈠
に
規
定
す
る
試
験
に
準
ず
る
腐
食
試
験
を
行
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
試
験
片
の
周
辺
の
幅
十
ミ
リ

た
場
合
に
お
い
て
、
試
験
片
の
周
辺
の
幅
十
ミ
リ

腐

食

試

験

メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
除
い
た
残
り
の
部
分
の
塗
膜

腐

食

試

験

メ
ー
ト
ル
の
部
分
を
除
い
た
残
り
の
部
分
の
塗
膜

に
わ
れ
、
は
が
れ
、
ふ
く
れ
、
さ
び
、
溶
出
、
色

に
わ
れ
、
は
が
れ
、
ふ
く
れ
、
さ
び
、
溶
出
、
色

の
変
化
又
は
著
し
い
つ
や
の
変
化
を
生
じ
な
い
こ

の
変
化
又
は
著
し
い
つ
や
の
変
化
を
生
じ
な
い
こ

と
。

と
。

第
六

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
性
能
等

第
六

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
性
能
等

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
性
能
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
性
能
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

一

確
実
に
作
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
扱
い
、
点
検
及
び
整
備
が

一

確
実
に
作
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
扱
い
、
点
検
及
び
整
備
が
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容
易
に
で
き
、
耐
久
性
を
有
す
る
こ
と
。

容
易
に
で
き
、
耐
久
性
を
有
す
る
こ
と
。

二

ほ
こ
り
、
湿
気
等
に
よ
っ
て
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

二

ほ
こ
り
、
湿
気
等
に
よ
っ
て
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

三

各
部
分
は
、
良
質
の
材
料
で
造
る
と
と
も
に
、
充
填
し
た
消
火
薬
剤
に

三

各
部
分
は
、
良
質
の
材
料
で
造
る
と
と
も
に
、
充
填
し
た
消
火
薬
剤
に

接
触
す
る
部
分
を
そ
の
消
火
薬
剤
に
侵
さ
れ
な
い
材
料
で
造
り
、
又
は
当

接
触
す
る
部
分
を
そ
の
消
火
薬
剤
に
侵
さ
れ
な
い
材
料
で
造
り
、
又
は
当

該
部
分
に
耐
食
加
工
を
施
し
、
か
つ
、
外
気
に
接
触
す
る
部
分
を
容
易
に

該
部
分
に
耐
食
加
工
を
施
し
、
か
つ
、
外
気
に
接
触
す
る
部
分
を
容
易
に

さ
び
な
い
材
料
で
造
り
、
又
は
当
該
部
分
に
は
防

加
工
を
施
す
こ
と
。

さ
び
な
い
材
料
で
造
り
、
又
は
当
該
部
分
に
は
防

加
工
を
施
す
こ
と
。

せ
い

せ
い

四

主
要
部
は
、
不
燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
で
造
る
こ
と
。

四

主
要
部
は
、
不
燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
で
造
る
こ
と
。

五

電
気
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

五

電
気
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

㈠

電
気
部
品
は
、
十
分
な
電
気
容
量
を
有
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
配

㈠

電
気
部
品
は
、
十
分
な
電
気
容
量
を
有
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
配

線
の
接
続
が
的
確
で
あ
る
こ
と
。

線
の
接
続
が
的
確
で
あ
る
こ
と
。

㈡

無
極
性
の
も
の
を
除
き
、
誤
接
続
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

㈡

無
極
性
の
も
の
を
除
き
、
誤
接
続
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

る
こ
と
。

㈢

電
線
以
外
の
電
流
が
通
過
す
る
部
分
で
、
す
べ
り
又
は
可
動
軸
の
部

㈢

電
線
以
外
の
電
流
が
通
過
す
る
部
分
で
、
す
べ
り
又
は
可
動
軸
の
部

分
の
接
触
が
十
分
で
な
い
箇
所
に
は
、
接
触
部
の
接
触
不
良
を
防
止
す

分
の
接
触
が
十
分
で
な
い
箇
所
に
は
、
接
触
部
の
接
触
不
良
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

㈣

充
電
部
は
、
外
部
か
ら
容
易
に
人
が
触
れ
な
い
よ
う
に
、
十
分
に
保

㈣

充
電
部
は
、
外
部
か
ら
容
易
に
人
が
触
れ
な
い
よ
う
に
、
十
分
に
保

護
す
る
こ
と
。

護
す
る
こ
と
。

㈤

定
格
電
圧
が
六
十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備

㈤

定
格
電
圧
が
六
十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備

の
金
属
製
外
箱
に
は
、
接
地
端
子
を
設
け
る
こ
と
。

の
金
属
製
外
箱
に
は
、
接
地
端
子
を
設
け
る
こ
と
。

㈥

主
電
源
を
監
視
す
る
装
置
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
見
や

㈥

主
電
源
を
監
視
す
る
装
置
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
見
や

す
い
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

す
い
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

六

主
電
源
に
電
池
を
用
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
適
合
す
る
パ
ッ
ケ

（
新
設
）
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ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
（
Ⅱ
型
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
設
備
を
有
効

に
作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
容
量
を
有
す
る
電
池
を
用
い
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

㈠

電
池
の
交
換
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
。

㈡

電
池
の
電
圧
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
を
有
効
に
作
動
で
き

る
電
圧
の
下
限
値
と
な
っ
た
こ
と
を
七
十
二
時
間
以
上
点
滅
表
示
等
に

よ
り
自
動
的
に
表
示
し
、
又
は
そ
の
旨
を
七
十
二
時
間
以
上
音
等
に
よ

り
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

七

部
品
は
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
よ
う
に
的
確
に
、
か
つ
、
容
易
に

六

部
品
は
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
よ
う
に
的
確
に
、
か
つ
、
容
易
に

緩
ま
な
い
よ
う
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

緩
ま
な
い
よ
う
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

八

時
間
の
経
過
に
よ
る
変
質
に
よ
り
、
性
能
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も

七

時
間
の
経
過
に
よ
る
変
質
に
よ
り
、
性
能
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

九

人
に
危
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

八

人
に
危
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

十

調
整
部
は
、
調
整
後
変
動
し
な
い
よ
う
に
固
定
す
る
こ
と
。

九

調
整
部
は
、
調
整
後
変
動
し
な
い
よ
う
に
固
定
す
る
こ
と
。

十
一

零
度
以
上
四
十
度
以
下
の
温
度
範
囲
（
零
度
以
上
四
十
度
以
下
の
温

十

零
度
以
上
四
十
度
以
下
の
温
度
範
囲
（
零
度
以
上
四
十
度
以
下
の
温
度

度
範
囲
を
超
え
て
適
し
た
温
度
範
囲
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
範
囲
。
以
下

範
囲
を
超
え
て
適
し
た
温
度
範
囲
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
範
囲
。
以
下
「

「
使
用
温
度
範
囲
」
と
い
う
。
）
で
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
消
火
及

使
用
温
度
範
囲
」
と
い
う
。
）
で
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
消
火
及
び

び
放
射
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

放
射
の
機
能
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
二

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
防
護
区
域
は
、
警
戒
区
域
と
同
一

十
一

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
防
護
区
域
は
、
警
戒
区
域
と
同
一

又
は
そ
の
内
側
と
す
る
こ
と
。

、
又
は
そ
の
内
側
と
す
る
こ
と
。

十
三

感
知
部
は
、
感
知
器
型
感
知
部
に
あ
っ
て
は
規
則
第
二
十
三
条
第
四

十
二

感
知
部
は
、
感
知
器
型
感
知
部
に
あ
っ
て
は
規
則
第
二
十
三
条
第
四

項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
他
の
感
知
部
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に

項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
他
の
感
知
部
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
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準
じ
て
設
置
す
る
こ
と
。

準
じ
て
設
置
す
る
こ
と
。

十
四

一
の
防
護
区
域
に
複
数
の
放
出
口
を
設
け
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消

十
三

一
つ
の
防
護
区
域
に
複
数
の
放
出
口
を
設
け
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動

火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
火
災
を
感
知
し
た
と
き
に
、
全
て
の
放
出
口
か
ら

消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
火
災
を
感
知
し
た
と
き
に
、
全
て
の
放
出
口
か

す
み
や
か
に
消
火
薬
剤
を
放
射
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ら
す
み
や
か
に
消
火
薬
剤
を
放
射
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

十
五

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
は
、
そ
の
機
能
に
有
害
な
影
響
を

十
四

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
は
、
そ
の
機
能
に
有
害
な
影
響
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
附
属
装
置
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
附
属
装
置
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

第
七

感
知
部

第
七

感
知
部

感
知
部
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

感
知
部
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

感
知
器
型
感
知
部
は
、
感
知
器
等
規
格
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
こ

一

感
知
器
型
感
知
部
は
、
感
知
器
等
規
格
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
こ

と
。

と
。

二

そ
の
他
の
感
知
部
に
あ
っ
て
は
、
感
知
器
等
規
格
省
令
の
規
定
に
適
合

二

そ
の
他
の
感
知
部
に
あ
っ
て
は
、
感
知
器
等
規
格
省
令
の
規
定
に
適
合

す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
こ
と
。

す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
こ
と
。

三

感
知
部
は
、
検
出
方
式
の
異
な
る
二
以
上
の
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
構
成
す

三

感
知
部
は
、
検
出
方
式
の
異
な
る
二
以
上
の
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
構
成
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

第
八

放
出
口
及
び
放
出
導
管

第
八

放
出
口
及
び
放
出
導
管

放
出
口
及
び
放
出
導
管
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

金
属
材
料
で
造
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
災
に
よ
っ
て
生
ず
る
熱
に
よ
り

一

放
出
口
及
び
放
出
導
管
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

変
形
、
損
傷
等
が
生
じ
な
い
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

こ
と
。

㈠

可
能
な
限
り
金
属
材
料
で
造
る
こ
と
。
金
属
材
料
以
外
の
材
料
で
造
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る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
火
災
に
よ
っ
て
生
ず
る
熱
に
よ
り
変
形
、
損
傷

等
が
生
じ
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

㈡

耐
圧
試
験
（
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十

九
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下
「
消
火
器
規
格
省
令
」
と
い

う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
試
験
）
を

行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
を
生
ぜ
ず
、
か
つ
、
変
形
を
生
じ
な
い

こ
と
。

㈢

内
面
等
の
放
射
に
関
係
す
る
部
分
は
、
平
滑
に
仕
上
げ
る
こ
と
。

㈣

放
出
口
の
取
付
け
部
と
放
出
導
管
は
、
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

㈤

管
継
手
は
、
放
出
導
管
を
確
実
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二

耐
圧
試
験
（
消
火
器
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九

二

前
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
火
源
を
検
知
し
方
向
を
定
め
て

年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
。
第
九
第
一
号
に
お
い
て
「
消
火
器
規
格
省
令

消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
火
災
を
消
火
す
る
方
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次

」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
試
験

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

を
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
れ
を
生
ぜ
ず
、
か
つ
、
変
形

を
生
じ
な
い
こ
と
。

㈠

自
動
的
に
、
か
つ
、
確
実
に
火
源
の
位
置
を
検
知
で
き
る
こ
と
。

㈡

自
動
的
に
放
出
口
を
消
火
の
た
め
に
有
効
な
方
向
に
向
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

㈢

放
出
口
は
、
消
火
薬
剤
を
消
火
の
た
め
に
有
効
な
分
布
で
放
射
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

内
面
等
の
放
射
に
関
係
す
る
部
分
は
、
平
滑
に
仕
上
げ
る
こ
と
。
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四

放
出
口
の
取
付
け
部
と
放
出
導
管
は
、
確
実
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

五

管
継
手
は
、
放
出
導
管
を
確
実
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

六

消
火
薬
剤
（
蓄
圧
式
の
貯
蔵
容
器
に
あ
っ
て
は
、
消
火
薬
剤
及
び
加
圧

用
ガ
ス
）
を
貯
蔵
す
る
容
器
か
ら
放
出
口
ま
で
の
放
出
導
管
（
Ⅱ
型
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
長
さ
は
、
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
火
源
を
検
知
し
方
向
を
定
め

て
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
火
災
を
消
火
す
る
方
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

㈠

自
動
的
に
、
か
つ
、
確
実
に
火
源
の
位
置
を
検
知
で
き
る
こ
と
。

㈡

自
動
的
に
放
出
口
を
消
火
の
た
め
に
有
効
な
方
向
に
向
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

㈢

放
出
口
は
、
消
火
薬
剤
を
消
火
の
た
め
に
有
効
な
分
布
で
放
射
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

第
九

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等

第
九

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
の
規
格
は
、
消
火
器
規
格
省
令
第
十
一
条
か
ら

一

消
火
薬
剤
貯
蔵
容
器
等
の
規
格
は
、
消
火
器
規
格
省
令
第
十
一
条
か
ら

第
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
及

第
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
、

び
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
規
格
の
例
に
よ
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
規
格
の
例
に
よ
る
こ

と
。

二

Ⅰ
型
に
あ
っ
て
は
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
措

二

消
火
薬
剤
の
放
出
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
十

作
動
装
置

第
十

作
動
装
置

作
動
装
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

作
動
装
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

作
動
装
置
は
、
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
こ

一

作
動
装
置
は
、
第
八
第
一
号
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
こ

と
。

と
。

二

作
動
装
置
は
、
起
動
信
号
に
よ
り
自
動
的
に
弁
等
を
開
放
し
、
消
火
薬

二

作
動
装
置
は
、
起
動
信
号
に
よ
り
自
動
的
に
弁
等
を
開
放
し
、
消
火
薬

剤
を
放
射
で
き
る
こ
と
。

剤
を
放
出
で
き
る
こ
と
。

三

手
動
で
作
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

三

手
動
で
作
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

鍵
等
を
用
い
な
け
れ
ば
作
動
で
き
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

鍵
等
を
用
い
な
け
れ
ば
作
動
で
き
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

こ
と
。

四

作
動
信
号
を
発
信
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
作
動
装
置
が
作
動
し

四

作
動
信
号
を
発
信
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
作
動
装
置
が
作
動
し

た
と
き
、
そ
の
旨
の
作
動
信
号
を
受
信
装
置
又
は
中
継
装
置
に
自
動
的
に

た
と
き
、
そ
の
旨
の
作
動
信
号
を
受
信
装
置
又
は
中
継
装
置
に
自
動
的
に

発
信
す
る
こ
と
。

発
信
す
る
こ
と
。

第
十
一

受
信
装
置

第
十
一

受
信
装
置

受
信
装
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

受
信
装
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

受
信
装
置
は
、
感
知
部
か
ら
送
ら
れ
た
火
災
信
号
を
受
信
し
た
と
き
、

一

受
信
装
置
は
、
感
知
部
か
ら
送
ら
れ
た
火
災
信
号
を
受
信
し
た
と
き
、

自
動
的
に
音
等
に
よ
る
警
報
を
発
す
る
こ
と
。

自
動
的
に
音
等
に
よ
る
警
報
を
発
す
る
こ
と
。

二

二
以
上
の
警
戒
区
域
か
ら
の
火
災
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

二

二
以
上
の
警
戒
区
域
か
ら
の
火
災
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
火
災
の
発
生
し
た
警
戒
区
域
を
そ
れ
ぞ
れ
自
動
的
に
表

の
に
あ
っ
て
は
、
火
災
の
発
生
し
た
警
戒
区
域
を
そ
れ
ぞ
れ
自
動
的
に
表

示
で
き
る
こ
と
。

示
で
き
る
こ
と
。
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三

第
一
号
の
警
報
中
に
お
い
て
、
当
該
火
災
信
号
を
発
し
た
警
戒
区
域
内

三

第
一
号
の
警
報
中
に
お
い
て
、
当
該
火
災
信
号
を
発
し
た
警
戒
区
域
内

の
感
知
部
か
ら
、
異
な
る
火
災
信
号
を
受
信
し
た
と
き
に
限
り
、
自
動
的

の
感
知
部
か
ら
、
異
な
る
火
災
信
号
を
受
信
し
た
と
き
に
限
り
、
自
動
的

に
作
動
装
置
等
に
起
動
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
警
戒
区

に
作
動
装
置
等
に
起
動
信
号
を
発
信
す
る
こ
と
。

域
か
ら
二
以
上
の
異
な
る
火
災
信
号
を
受
信
し
、
作
動
装
置
等
に
起
動
信

号
を
発
信
し
た
後
に
お
い
て
、
異
な
る
警
戒
区
域
か
ら
二
以
上
の
異
な
る

火
災
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
は
、
起
動
信
号
を
発
信
し
な
く
て
も
よ
い

こ
と
。

四

音
等
は
、
火
災
が
発
生
し
た
旨
を
関
係
者
に
有
効
に
知
ら
せ
る
こ
と
が

四

音
等
は
、
火
災
が
発
生
し
た
旨
を
関
係
者
に
有
効
に
知
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

復
旧
ス
イ
ッ
チ
又
は
音
等
の
発
生
を
停
止
す
る
ス
イ
ッ
チ
を
設
け
る
も

五

復
旧
ス
イ
ッ
チ
又
は
音
等
の
発
生
を
停
止
す
る
ス
イ
ッ
チ
を
設
け
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ス
イ
ッ
チ
は
専
用
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ス
イ
ッ
チ
は
専
用
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

定
位
置
に
自
動
的
に
復
旧
し
な
い
ス
イ
ッ
チ
を
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て

六

定
位
置
に
自
動
的
に
復
旧
し
な
い
ス
イ
ッ
チ
を
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
当
該
ス
イ
ッ
チ
が
定
位
置
に
な
い
と
き
に
は
、
音
等
の
発
生
装
置
又

は
、
当
該
ス
イ
ッ
チ
が
定
位
置
に
な
い
と
き
に
は
、
音
等
の
発
生
装
置
又

は
点
滅
す
る
注
意
灯
が
作
動
す
る
こ
と
。

は
点
滅
す
る
注
意
灯
が
作
動
す
る
こ
と
。

七

作
動
信
号
を
受
信
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
作
動
信
号
を
受
信
し

七

作
動
信
号
を
受
信
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
作
動
信
号
を
受
信
し

た
場
合
に
は
、
作
動
装
置
等
が
起
動
し
た
区
域
等
を
表
示
し
、
か
つ
、
当

た
場
合
に
は
、
作
動
装
置
等
が
起
動
し
た
区
域
等
を
表
示
し
、
か
つ
、
当

該
表
示
が
火
災
の
発
生
し
た
警
戒
区
域
に
係
る
表
示
と
識
別
す
る
こ
と
が

該
表
示
が
火
災
の
発
生
し
た
警
戒
区
域
に
係
る
表
示
と
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

で
き
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

第
十
一
の
二

中
継
装
置

第
十
一
の
二

中
継
装
置

中
継
装
置
は
、
火
災
信
号
、
起
動
信
号
又
は
作
動
信
号
を
受
信
し
た
と
き

中
継
装
置
は
、
火
災
信
号
、
起
動
信
号
又
は
作
動
信
号
を
受
信
し
た
と
き

、
信
号
の
種
別
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
信
号
を
自
動
的
に
発
信
す

、
信
号
の
種
別
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
信
号
を
自
動
的
に
発
信
す
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る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

第
十
二

選
択
弁
等

第
十
二

選
択
弁
等

二
以
上
の
防
護
区
域
を
設
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消

二
以
上
の
防
護
区
域
を
設
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消

火
設
備
（
Ⅰ
型
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
選
択
弁

火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
選
択
弁
等
を
設
け
る
も
の
と

等
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

一

選
択
弁
等
は
、
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
こ

一

選
択
弁
等
は
、
第
八
第
一
号
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
こ

と
。

と
。

二

選
択
弁
等
は
、
起
動
信
号
を
受
信
し
た
と
き
、
自
動
的
に
火
災
の
発
生

二

選
択
弁
等
は
、
起
動
信
号
を
受
信
し
た
と
き
、
自
動
的
に
当
該
防
護
区

し
た
警
戒
区
域
に
対
応
す
る
防
護
区
域
に
関
す
る
弁
等
を
開
放
す
る
も
の

域
に
関
す
る
弁
等
を
開
放
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

三

作
動
信
号
を
発
信
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
択
弁
等
が
作
動
し

三

作
動
信
号
を
発
信
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
選
択
弁
等
が
作
動
し

た
と
き
、
そ
の
旨
の
作
動
信
号
を
受
信
装
置
又
は
中
継
装
置
に
自
動
的
に

た
と
き
、
そ
の
旨
の
作
動
信
号
を
受
信
装
置
又
は
中
継
装
置
に
自
動
的
に

発
信
す
る
こ
と
。

発
信
す
る
こ
と
。

第
十
三

非
常
電
源

第
十
三

非
常
電
源

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
（
主
電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
を
除

電
気
を
使
用
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
は
、
次
の
各
号
に
適

く
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
非
常
電
源
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

合
す
る
非
常
電
源
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
規
則
第
十
二
条
第
一

た
だ
し
、
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
蓄
電
池
設
備
に
適

項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
蓄
電
池
設
備
に
適
合
す
る
非
常
電
源
設
備
が
設
け

合
す
る
非
常
電
源
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

一

主
電
源
が
停
止
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
主
電
源
か
ら
非
常
電
源
に
、
主

一

主
電
源
が
停
止
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
主
電
源
か
ら
非
常
電
源
に
、
主
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電
源
が
復
旧
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
非
常
電
源
か
ら
主
電
源
に
自
動
的
に

電
源
が
復
旧
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
非
常
電
源
か
ら
主
電
源
に
自
動
的
に

切
り
替
え
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

切
り
替
え
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二

最
大
消
費
電
流
に
相
当
す
る
負
荷
を
加
え
た
と
き
の
電
圧
を
容
易
に
測

二

最
大
消
費
電
流
に
相
当
す
る
負
荷
を
加
え
た
と
き
の
電
圧
を
容
易
に
測

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

三

非
常
電
源
は
、
蓄
電
池
設
備
の
基
準
（
昭
和
四
十
八
年
消
防
庁
告
示
第

三

非
常
電
源
は
、
蓄
電
池
設
備
の
基
準
（
昭
和
四
十
八
年
消
防
庁
告
示
第

二
号
）
又
は
中
継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十

二
号
）
又
は
中
継
器
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十

六
年
自
治
省
令
第
十
八
号
）
第
五
条
第
七
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
適

六
年
自
治
省
令
第
十
八
号
）
第
五
条
第
七
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
適

合
す
る
こ
と
。

合
す
る
こ
と
。

四

非
常
電
源
の
容
量
は
、
監
視
状
態
を
六
十
分
間
継
続
し
た
後
、
作
動
装

四

非
常
電
源
の
容
量
は
、
監
視
状
態
を
六
十
分
間
継
続
し
た
後
、
作
動
装

置
等
の
電
気
を
使
用
す
る
装
置
を
作
動
し
、
か
つ
、
音
等
を
十
分
間
以
上

置
等
の
電
気
を
使
用
す
る
装
置
を
作
動
し
、
か
つ
、
音
等
を
十
分
間
以
上

継
続
し
て
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

継
続
し
て
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

第
十
四

絶
縁
抵
抗
等

第
十
四

絶
縁
抵
抗
等

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
絶
縁
抵
抗
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
絶
縁
抵
抗
等
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

充
電
部
と
非
充
電
部
と
の
間
の
抵
抗
は
、
直
流
五
百
ボ
ル
ト
の
絶
縁
抵

一

充
電
部
と
非
充
電
部
と
の
間
の
抵
抗
は
、
直
流
五
百
ボ
ル
ト
の
絶
縁
抵

抗
計
で
測
定
し
た
値
で
五
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

抗
計
で
測
定
し
た
値
で
五
メ
ガ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

充
電
部
と
非
充
電
部
と
の
間
の
絶
縁
耐
力
は
、
五
十
ヘ
ル
ツ
又
は
六
十

二

充
電
部
と
非
充
電
部
と
の
間
の
絶
縁
耐
力
は
、
五
十
ヘ
ル
ツ
又
は
六
十

ヘ
ル
ツ
の
正
弦
波
に
近
い
実
効
電
圧
五
百
ボ
ル
ト
（
定
格
電
圧
が
六
十
ボ

ヘ
ル
ツ
の
正
弦
波
に
近
い
実
効
電
圧
五
百
ボ
ル
ト
（
定
格
電
圧
が
六
十
ボ

ル
ト
を
超
え
百
五
十
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
千
ボ
ル
ト
、
百
五

ル
ト
を
超
え
百
五
十
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
千
ボ
ル
ト
、
百
五

十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
定
格
電
圧
に
二
を
乗
じ
て
得
た
値

十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
定
格
電
圧
に
二
を
乗
じ
て
得
た
値

に
千
ボ
ル
ト
を
加
え
た
値
）
の
交
流
電
圧
を
加
え
た
場
合
、
一
分
間
こ
れ

に
千
ボ
ル
ト
を
加
え
た
値
）
の
交
流
電
圧
を
加
え
た
場
合
、
一
分
間
こ
れ
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に
耐
え
る
こ
と
。

に
耐
え
る
こ
と
。

三

次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
電
源
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
㈠
又
は
㈡

三

電
源
の
電
圧
を
次
の
範
囲
内
で
変
動
さ
せ
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生

に
定
め
る
範
囲
内
で
電
圧
を
変
動
さ
せ
た
場
合
、
機
能
に
異
常
を
生
じ
な

じ
な
い
こ
と
。

い
こ
と
。

㈠

主
電
源

定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

㈠

主
電
源

定
格
電
圧
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
（
主
電
源
に
電
池
を
用
い
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
あ
っ

下

て
は
、
供
給
さ
れ
る
電
力
に
係
る
電
圧
変
動
の
下
限
値
以
上
上
限
値
以

下
）

㈡

非
常
電
源

定
格
電
圧
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
十
パ
ー
セ
ン

㈡

非
常
電
源

定
格
電
圧
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
下

ト
以
下

四

通
電
状
態
に
お
い
て
、
次
の
試
験
を
十
五
秒
間
行
っ
た
場
合
、
機
能
に

四

通
電
状
態
に
お
い
て
、
次
の
試
験
を
十
五
秒
間
行
っ
た
場
合
、
機
能
に

異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

異
常
を
生
じ
な
い
こ
と
。

㈠

内
部
抵
抗
五
十
オ
ー
ム
の
電
源
か
ら
五
百
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
パ
ル
ス

㈠

内
部
抵
抗
五
十
オ
ー
ム
の
電
源
か
ら
五
百
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
パ
ル
ス

幅
一
マ
イ
ク
ロ
秒
、
繰
返
し
周
期
百
ヘ
ル
ツ
で
加
え
る
試
験

幅
一
マ
イ
ク
ロ
秒
、
繰
返
し
周
期
百
ヘ
ル
ツ
で
加
え
る
試
験

㈡

内
部
抵
抗
五
十
オ
ー
ム
の
電
流
か
ら
五
百
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
パ
ル
ス

㈡

内
部
抵
抗
五
十
オ
ー
ム
の
電
流
か
ら
五
百
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
パ
ル
ス

幅
〇
・
一
マ
イ
ク
ロ
秒
、
繰
返
し
周
期
百
ヘ
ル
ツ
で
加
え
る
試
験

幅
〇
・
一
マ
イ
ク
ロ
秒
、
繰
返
し
周
期
百
ヘ
ル
ツ
で
加
え
る
試
験

㈢

音
等
を
発
生
す
る
装
置
を
接
続
す
る
端
子
に
、
内
部
抵
抗
六
百
オ
ー

㈢

音
等
を
発
生
す
る
装
置
を
接
続
す
る
端
子
に
、
内
部
抵
抗
六
百
オ
ー

ム
の
電
源
か
ら
二
百
二
十
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
パ
ル
ス
幅
一
ミ
リ
秒
、
繰

ム
の
電
源
か
ら
二
百
二
十
ボ
ル
ト
の
電
圧
を
パ
ル
ス
幅
一
ミ
リ
秒
、
繰

返
し
周
期
百
ヘ
ル
ツ
で
加
え
る
試
験

返
し
周
期
百
ヘ
ル
ツ
で
加
え
る
試
験

第
十
五

放
射
性
能

第
十
五

放
射
性
能

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
放
射
性
能
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
放
射
性
能
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
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こ
ろ
に
よ
る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

一

作
動
後
す
み
や
か
に
、
防
護
区
域
内
に
消
火
薬
剤
を
有
効
に
放
射
で
き

一

作
動
後
す
み
や
か
に
、
防
護
区
域
内
に
消
火
薬
剤
を
有
効
に
放
射
で
き

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二

次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
㈠
又
は
㈡
に
定
め

二

充
填
さ
れ
た
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

る
量
以
上
の
量
を
放
射
で
き
る
こ
と
。

の
量
を
放
射
で
き
る
こ
と
。

㈠

Ⅰ
型

充
填
さ
れ
た
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量
の
八
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
の
量

㈡

Ⅱ
型

充
填
さ
れ
た
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量
の
九
十
パ
ー
セ
ン

ト
の
量

三

放
出
口
を
複
数
設
け
る
も
の
の
各
放
出
口
か
ら
放
射
さ
れ
る
消
火
薬
剤

三

放
出
口
を
複
数
設
け
る
も
の
の
各
放
出
口
か
ら
放
射
さ
れ
る
消
火
薬
剤

の
容
量
又
は
質
量
は
、
放
射
さ
れ
た
全
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量
を
放

の
容
量
又
は
質
量
は
、
放
射
さ
れ
た
全
消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量
を
放

出
口
の
数
で
除
し
た
値
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

出
口
の
数
で
除
し
た
値
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
百
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

第
十
六

消
火
性
能

第
十
六

消
火
性
能

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
消
火
性
能
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
は
、
第
十
七
第
一
号
の
第
一
消
火
試
験
又

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
す

は
第
二
号
の
第
二
消
火
試
験
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

る
。

場
合
に
お
い
て
、
第
二
消
火
試
験
は
、
第
八
第
二
号
に
定
め
る
放
出
口
を
有

す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一

Ⅰ
型

第
十
七
第
一
号
㈠
の
第
一
消
火
試
験
（
第
八
第
七
号
に
定
め
る

放
出
口
を
有
し
な
い
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
つ
い
て
試
験
を
行

う
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
十
七
第
一
号
㈡
の
第
二
消
火
試
験
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二

Ⅱ
型

第
十
七
第
二
号
㈠
の
第
一
消
火
試
験
、
同
号
㈡
の
第
二
消
火
試

験
及
び
同
号
㈢
の
火
災
拡
大
抑
制
試
験

第
十
七

消
火
試
験

第
十
七

消
火
試
験

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
消
火
性
能
を
判
定
す
る
消
火
試
験
の
方

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
消
火
性
能
を
判
定
す
る
消
火
試
験
の
方

法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

Ⅰ
型
に
お
け
る
消
火
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一

第
一
消
火
試
験
は
、
㈠
か
ら
㈥
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

判
定
は
㈦
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

㈠

第
一
消
火
試
験
は
、
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

㈠

別
図
一
に
示
す
Ａ
模
型
及
び
Ｂ
模
型
を
用
い
る
こ
と
。

の
判
定
は
ト
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

別
図
一
に
示
す
Ａ
模
型
及
び
Ｂ
模
型
を
用
い
る
こ
と
。

ロ

Ａ
模
型
及
び
Ｂ
模
型
は
、
防
護
区
域
内
の
任
意
の
場
所
に
そ
の
模

型
の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区
域
内
と
な
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ

れ
置
く
こ
と
。

ハ

Ａ
模
型
の
燃
焼
な
べ
に
、
四
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ

ン
を
入
れ
、
点
火
す
る
こ
と
。

ニ

放
出
口
は
、
床
面
上
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
天
井
面
に
取
り
付
け
、

点
火
し
て
か
ら
三
分
後
に
、
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
消

火
を
開
始
す
る
こ
と
。

ホ

放
射
が
終
了
し
た
後
、
た
だ
ち
に
Ｂ
模
型
の
鉄
製
皿
に
〇
・
四
リ

ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
て
点
火
し
、
消
火
薬
剤
の
放

射
開
始
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
と
と
も
に
Ｂ
模
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型
の
中
心
上
の
天
井
面
下
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
の
温
度
を
測

定
す
る
こ
と
。

ヘ

無
風
の
状
態
（
風
速
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
状
態
を
い

う
。
㈡
ト
及
び
第
十
九
第
四
号
㈥
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行

う
こ
と
。

ト

次
の
⑴
及
び
⑵
を
満
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も

の
と
判
定
す
る
こ
と
。

⑴

Ａ
模
型
に
つ
い
て
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
開
始
し
て
か
ら
三
分

後
（
放
射
時
間
が
三
分
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
放
射
が
終
了
し

た
時
）
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放
射
終
了
後
、
放
射
を
開

始
し
て
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合

⑵

Ｂ
模
型
に
つ
い
て
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
の
燃
焼
中
に
測
定
し

た
温
度
の
上
昇
が
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
開
始
し
て
か
ら
二
十
分

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
百
七
十
度
を
超
え
な
い
場
合

㈡

第
二
消
火
試
験
は
、
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

㈡

Ａ
模
型
及
び
Ｂ
模
型
は
、
防
護
区
域
内
の
任
意
の
場
所
に
そ
の
模
型

の
判
定
は
チ
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区
域
内
と
な
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
置

く
こ
と
。

イ

別
図
一
に
示
す
Ａ
模
型
二
個
を
用
い
、
防
護
区
域
内
の
任
意
の
場

所
に
、
模
型
相
互
の
距
離
を
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
し
、
か
つ
、
当

該
模
型
の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区
域
内
と
な
る
よ
う
に
置

く
こ
と
。

ロ

Ａ
模
型
の
燃
焼
な
べ
に
、
四
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
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ン
を
入
れ
、
点
火
す
る
こ
と
。

ハ

放
出
口
は
、
床
面
上
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
天
井
面
に
取
り
付
け
、

点
火
し
て
か
ら
三
分
後
に
、
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
消

火
を
開
始
す
る
こ
と
。

ニ

別
図
一
に
示
す
Ｂ
模
型
二
個
を
用
い
、
防
護
区
域
内
の
任
意
の
場

所
に
、
模
型
相
互
の
距
離
を
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
し
、
か
つ
、
当

該
模
型
の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区
域
内
と
な
る
よ
う
に
置

く
こ
と
。

ホ

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
適
切
な
措
置
を
施
し
、
ハ
で
確

認
さ
れ
た
放
射
パ
タ
ー
ン
と
な
る
よ
う
に
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
を

放
射
す
る
こ
と
。

ヘ

放
射
が
終
了
し
た
後
、
た
だ
ち
に
Ｂ
模
型
の
鉄
製
皿
に
〇
・
四
リ

ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
て
点
火
し
、
消
火
薬
剤
の
放

射
を
開
始
し
て
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
と
と
も

に
Ｂ
模
型
の
中
心
上
の
天
井
面
下
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
の
温

度
を
測
定
す
る
こ
と
。

ト

無
風
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

チ

次
の
⑴
及
び
⑵
を
満
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も

の
と
判
定
す
る
こ
と
。

⑴

Ａ
模
型
に
つ
い
て
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
開
始
し
て
か
ら
三
分

後
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放
射
終
了
後
、
放
射
を
開
始
し

て
か
ら
二
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合
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⑵

Ｂ
模
型
に
つ
い
て
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
の
燃
焼
中
に
測
定
し

た
温
度
が
、
消
火
薬
剤
の
放
射
を
開
始
し
て
か
ら
二
十
分
を
経
過

す
る
ま
で
の
間
、
百
七
十
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
場
合

㈢

Ａ
模
型
の
燃
焼
な
べ
に
、
四
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン

を
入
れ
、
点
火
す
る
こ
と
。

㈣

放
出
口
は
、
床
面
上
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
天
井
面
に
取
り
付
け
、
点

火
後
三
分
で
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
出
し
、
消
火
を
開
始
す
る
こ

と
。

㈤

放
射
が
終
了
し
た
後
、
た
だ
ち
に
Ｂ
模
型
の
鉄
製
皿
に
〇
・
四
リ
ッ

ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
て
点
火
し
、
消
火
薬
剤
の
放
射
開

始
か
ら
二
十
分
経
過
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
と
と
も
に
Ｂ
模
型
の
中
心

上
の
天
井
面
下
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
の
温
度
を
測
定
す
る
こ

と
。

㈥

無
風
の
状
態
（
風
速
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
下
の
状
態
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈦

次
の
ア
及
び
イ
を
満
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の

と
判
定
す
る
こ
と
。

ア

Ａ
模
型
で
、
消
火
薬
剤
の
放
射
開
始
後
三
分
以
内
（
放
射
時
間
が

三
分
以
内
の
も
の
に
あ
っ
て
は
放
射
時
間
内
）
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず

、
か
つ
、
放
射
終
了
後
、
放
射
開
始
か
ら
二
十
分
以
内
に
再
燃
し
な

い
場
合

イ

Ｂ
模
型
で
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
の
燃
焼
中
に
測
定
し
た
温
度
の
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上
昇
が
、
消
火
薬
剤
の
放
射
開
始
か
ら
二
十
分
経
過
す
る
ま
で
の
間

、
百
七
十
度
以
下
で
あ
る
場
合

二

Ⅱ
型
に
お
け
る
消
火
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

第
二
消
火
試
験

第
二
消
火
試
験
は
、
㈠
か
ら
㈦
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

判
定
は
㈧
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

㈠

第
一
消
火
試
験
は
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

㈠

別
図
一
に
示
す
定
め
る
Ａ
模
型
を
二
個
用
い
、
防
護
区
域
内
の
任
意

の
判
定
は
ニ
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

の
場
所
に
、
模
型
相
互
の
距
離
を
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
し
、
か
つ
、

当
該
模
型
の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区
域
内
と
な
る
よ
う
に
置

く
こ
と
。

イ

厚
さ
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
ラ
ワ
ン
合
板
を
用
い
た
壁
体
模
型
二
個

及
び
別
図
二
に
示
す
Ｃ
模
型
二
個
を
別
図
三
に
示
す
位
置
に
置
く
こ

と
。

ロ

放
出
口
を
別
図
三
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

ハ

各
Ｃ
模
型
全
体
に
そ
れ
ぞ
れ
エ
タ
ノ
ー
ル
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を

散
布
し
、
点
火
す
る
こ
と
。

ニ

消
火
薬
剤
の
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
一
分
後
に
残
炎
が
認
め
ら
れ

ず
、
か
つ
、
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
二
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に

再
燃
し
な
い
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ

と
。

㈡

第
二
消
火
試
験
は
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

㈡

Ａ
模
型
の
燃
焼
な
べ
に
、
四
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン

の
判
定
は
ニ
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

を
入
れ
、
点
火
す
る
こ
と
。

イ

別
図
四
に
示
す
Ｄ
模
型
を
別
図
五
に
示
す
位
置
に
置
く
こ
と
。
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ロ

放
出
口
を
別
図
五
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

ハ

Ｄ
模
型
の
燃
焼
な
べ
に
、
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ

ン
を
入
れ
て
点
火
し
、
五
分
間
予
燃
し
た
後
に
試
験
を
開
始
す
る
こ

と
。

ニ

消
火
薬
剤
の
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
一
分
後
に
残
炎
が
認
め
ら
れ

ず
、
か
つ
、
放
射
が
終
了
し
て
か
ら
二
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に

再
燃
し
な
い
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ

と
。

㈢

火
災
拡
大
抑
制
試
験
は
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

㈢

放
出
口
は
、
床
面
上
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
天
井
面
に
取
り
付
け
、
点

、
そ
の
判
定
は
ヘ
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

火
後
三
分
で
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射
し
、
消
火
を
開
始
す
る
こ

イ

別
図
六
に
示
す
試
験
室
で
試
験
を
行
う
こ
と
。

と
。

ロ

別
図
七
に
示
す
Ｅ
模
型
及
び
別
図
八
に
示
す
家
具
模
型
二
個
を
用

い
、
厚
さ
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
不
燃
材
料
の
上
に
置
く
こ
と
。

ハ

試
験
室
の
天
井
部
に
、
感
知
部
及
び
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
（

標
示
温
度
七
十
二
度
で
感
度
種
別
が
一
種
の
も
の
に
限
る
。
）
を
別

図
六
に
示
す
位
置
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

ニ

試
験
室
の
天
井
部
に
、
放
出
口
を
、
当
該
放
出
口
に
係
る
防
護
区

域
が
別
図
六
に
示
す
試
験
用
同
時
放
射
区
域
を
有
効
に
包
含
す
る
よ

う
に
、
か
つ
、
当
該
区
域
内
に
均
等
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
付

け
る
こ
と
。

ホ

燃
焼
皿
に
〇
・
五
リ
ッ
ト
ル
の
水
及
び
〇
・
二
五
リ
ッ
ト
ル
の
ノ

ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
点
火
す
る
と
と
も
に
、
家
具
模
型
に
点
火
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す
る
こ
と
。

ヘ

次
の
⑴
か
ら
⑷
を
満
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も

の
と
判
定
す
る
こ
と
。

⑴

別
図
六
に
示
す
熱
電
対
ａ
及
び
熱
電
対
ｂ
に
お
い
て
測
定
さ
れ

た
温
度
が
、
点
火
し
て
か
ら
三
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
い

ず
れ
も
三
百
十
五
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

別
図
六
に
示
す
熱
電
対
ｃ
に
お
い
て
測
定
さ
れ
た
温
度
が
、
点

火
し
て
か
ら
三
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
九
十
三
度
を
超
え

ず
、
か
つ
、
二
分
間
以
上
継
続
し
て
五
十
四
度
を
超
え
な
い
こ

と
。

⑶

別
図
六
に
示
す
熱
電
対
ｄ
に
お
い
て
測
定
さ
れ
た
温
度
が
、
点

火
し
て
か
ら
三
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
二
百
六
十
度
を
超

え
な
い
こ
と
。

⑷

点
火
し
て
か
ら
三
十
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
試
験
室
に
設

置
さ
れ
た
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
が
作
動
し
な
い
こ
と
。

㈣

別
図
一
に
示
す
Ｂ
模
型
を
二
個
用
い
、
防
護
区
域
内
の
任
意
の
場
所

に
、
模
型
相
互
の
距
離
を
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
し
、
か
つ
、
当
該
模

型
の
平
面
の
三
分
の
二
以
上
が
防
護
区
域
内
と
な
る
よ
う
に
置
く
こ

と
。

㈤

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
適
切
な
措
置
を
施
し
、
㈢
で
確
認

さ
れ
た
放
射
パ
タ
ー
ン
と
な
る
よ
う
に
放
出
口
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射

す
る
こ
と
。
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㈥

放
射
が
終
了
し
た
後
、
た
だ
ち
に
Ｂ
模
型
の
鉄
製
皿
に
〇
・
四
リ
ッ

ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
て
点
火
し
、
消
火
薬
剤
の
放
射
開

始
か
ら
二
十
分
経
過
す
る
ま
で
燃
焼
さ
せ
る
と
と
も
に
Ｂ
模
型
の
中
心

上
の
天
井
面
下
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
の
温
度
を
測
定
す
る
こ

と
。

㈦

無
風
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈧

次
の
ア
及
び
イ
を
満
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の

と
判
定
す
る
こ
と
。

ア

Ａ
模
型
で
、
消
火
薬
剤
の
放
射
開
始
後
三
分
以
内
に
炎
が
認
め
ら

れ
ず
、
か
つ
、
放
射
終
了
後
、
放
射
開
始
か
ら
二
十
分
以
内
に
再
燃

し
な
い
場
合

イ

Ｂ
模
型
で
、
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
の
燃
焼
中
に
測
定
し
た
温
度
が

、
消
火
薬
剤
の
放
射
開
始
か
ら
二
十
分
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
百
七

十
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
場
合

第
十
八

消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
貯
蔵
量

第
十
八

消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
消
火
薬
剤
量

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
貯
蔵

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
の
消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
消
火
薬
剤
の
量

量
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

消
火
薬
剤
の
種
類
は
、
次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

一

使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
種
類
及
び
消
火
薬
剤
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄

ぞ
れ
㈠
又
は
㈡
に
定
め
る
種
類
と
す
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

防
護
面
積
に
応
じ
た
消
火
薬
剤
の
量
と
す
る
こ
と
。

消
火
薬
剤
の
量
（
リ
ッ
ト
ル
）



- 31 -

消
火
薬
剤
の

防
護
面
積

防
護
面
積

防
護
面
積

防
護
面
積
五

種

別

十
三
平
方

二
十
一
平

三
十
四
平

十
五
平
方
メ

メ
ー
ト
ル

方
メ
ー
ト

方
メ
ー
ト

ー
ト
ル

ル

ル

強
化
液

百
九
十
五

三
百
十
五

五
百
十

八
百
二
十
五

第
一
種
機
械

百
九
十
五

三
百
十
五

五
百
十

八
百
二
十
五

泡第
二
種
機
械

百
十
七

百
八
十
九

三
百
六

四
百
九
十
五

泡第
一
種
浸
潤

百
九
十
五

三
百
十
五

五
百
十

八
百
二
十
五

剤
等
入
り
水

第
二
種
浸
潤

百
十
七

百
八
十
九

三
百
六

四
百
九
十
五

剤
等
入
り
水

第
三
種
浸
潤

七
十
八

百
二
十
六

二
百
四

三
百
三
十

剤
等
入
り
水

備
考一

強
化
液
と
は
、
ア
ル
カ
リ
金
属
塩
類
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬

剤
（
第
十
九
第
二
号
に
定
め
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、

第
十
九
第
一
号
に
定
め
る
試
験
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
性
能
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。

二

機
械
泡
と
は
、
化
学
反
応
に
よ
ら
ず
消
火
効
果
を
有
す
る
泡
を
生
成

す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
（
第
十
九
第
三
号
に
定
め
る
性
能
を
有
す
る
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も
の
に
限
る
。
）
で
、
第
十
九
第
一
号
に
定
め
る
試
験
に
お
い
て
確
認

さ
れ
た
性
能
に
よ
り
第
一
種
又
は
第
二
種
に
区
分
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

三

浸
潤
剤
等
入
り
水
は
、
浸
潤
剤
等
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤

（
第
十
九
第
四
号
に
定
め
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
第

十
九
第
一
号
に
定
め
る
試
験
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
性
能
に
よ
り
第
一

種
、
第
二
種
又
は
第
三
種
に
区
分
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

㈠

Ⅰ
型

第
十
九
第
一
号
に
定
め
る
強
化
液
、
第
十
九
第
二
号
に
定
め

る
第
一
種
機
械
泡
若
し
く
は
第
二
種
機
械
泡
又
は
第
十
九
第
三
号
に
定

め
る
第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
、
第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
若
し
く
は

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

㈡

Ⅱ
型

第
十
九
第
三
号
に
定
め
る
第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二

消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
類

二

消
火
薬
剤
の
量
は
、
原
則
と
し
て
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
火

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
分
及
び
防
護
面
積
に
応
じ

薬
剤
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
防
護
面
積
に
応

た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ
と
。

じ
た
消
火
薬
剤
の
量
の
一
・
二
倍
以
上
の
量
と
す
る
こ
と
。

消
火
薬
剤
の
貯
蔵
量
（
リ
ッ
ト
ル
）

Ⅰ
型

Ⅱ
型

消
火
薬
剤
の

防
護
面

防
護
面

防
護
面

防
護
面
積

防
護
面

種

類

積
十
三

積
二
十

積
三
十

五
十
五
平

積
十
三

平
方
メ

一
平
方

四
平
方

方
メ
ー
ト

平
方
メ

ー
ト
ル

メ
ー
ト

メ
ー
ト

ル

ー
ト
ル

ル

ル
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強
化
液

二
百
三

三
百
七

六
百
十

九
百
九
十

十
四

十
八

二

第
一
種
機
械

二
百
三

三
百
七

六
百
十

九
百
九
十

泡

十
四

十
八

二

第
二
種
機
械

百
四
十

二
百
二

三
百
六

五
百
九
十

泡

一

十
七

十
八

四

第
一
種
浸
潤

二
百
三

三
百
七

六
百
十

九
百
九
十

剤
等
入
り
水

十
四

十
八

二

第
二
種
浸
潤

百
四
十

二
百
二

三
百
六

五
百
九
十

剤
等
入
り
水

一

十
七

十
八

四

第
三
種
浸
潤

九
十
四

百
五
十

二
百
四

三
百
九
十

十
六

剤
等
入
り
水

二

十
五

六

三

Ⅰ
型
に
お
け
る
放
射
時
間
は
、
一
分
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

放
出
時
間
は
、
一
分
以
上
と
す
る
こ
と
。

第
十
九

消
火
薬
剤
の
性
能
等

第
十
九

消
火
薬
剤
の
性
能
等

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
性
能
等
は
、
次

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
性
能
等
は
次
に
定

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

強
化
液
は
、
ア
ル
カ
リ
金
属
塩
類
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で

一

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
性
能
に
関
す
る

、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

試
験パ

ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
使
用
す
る
消
火
薬
剤
の
性
能
は
、
次

の
表
に
定
め
る
条
件
に
よ
り
、
消
火
性
能
に
関
す
る
試
験
を
㈠
か
ら
㈣
ま

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
㈤
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
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と
す
る
。

消
火
模
型
を
消
火
す
る
た
め
の
条
件

消
火
薬
剤

試
験
用
消

基
準
放
射

消
火
薬
剤
の
種
類

の

量

火
器
の
容

時

間

（
リ
ッ
ト

量
（
リ
ッ

（
秒
）

ル
）

ト
ル
）

強
化
液

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五

第
一
種
機
械
泡

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五

第
二
種
機
械
泡

三
・
〇

三
・
六
～

三
十
五

四
・
五

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

三
・
〇

三
・
六
～

三
十
五

四
・
五

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
・
〇

二
・
四
～

三
十

三
・
〇

備
考一

試
験
用
消
火
器
は
、
棒
状
ノ
ズ
ル
の
蓄
圧
式
消
火
器
を
使
用
す

る
。

二

基
準
放
射
時
間
は
、
温
度
二
十
度
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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㈠

著
し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
著

㈠

消
火
試
験
は
、
別
図
二
に
示
す
模
型
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
の
あ
る
ガ
ス
を
発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

㈡

結
晶
の
析
出
、
溶
液
の
分
離
、
浮
遊
物
又
は
沈
殿
物
の
発
生
そ
の
他

㈡

燃
焼
な
べ
に
、
三
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
点

の
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

火
す
る
こ
と
。

㈢

浸
潤
剤
等
を
混
和
し
、
又
は
添
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
消
火
薬

㈢

消
火
は
、
模
型
に
点
火
し
た
後
三
分
で
開
始
す
る
こ
と
。

剤
の
性
状
又
は
性
能
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
浸
潤
剤
等
を
使
用
す
る
こ

と
。

㈣

腐
敗
、
変
質
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈣

無
風
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈤

ア
ル
カ
リ
性
反
応
を
呈
す
る
こ
と
。

㈤

消
火
薬
剤
の
放
射
終
了
時
に
お
い
て
残
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、

放
射
終
了
後
二
分
以
内
に
再
燃
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の

模
型
は
完
全
に
消
火
さ
れ
た
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

㈥

凝
固
点
が
零
下
二
十
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

㈦

第
四
号
の
試
験
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

第
一
種
機
械
泡
及
び
第
二
種
機
械
泡
は
、
化
学
反
応
に
よ
ら
ず
消
火
効

二

強
化
液
消
火
薬
剤

果
を
有
す
る
泡
を
生
成
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で
、
前
号
㈠
か
ら
㈣
ま

第
一
号
に
定
め
る
消
火
薬
剤
の
う
ち
、
強
化
液
消
火
薬
剤
は
、
㈠
か
ら

で
及
び
㈦
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈦
ま
で
に
適
合
す
る
ア
ル
カ
リ
金
属
塩
類
の
水
溶
液
と
す
る
。

㈠

放
射
さ
れ
る
泡
は
、
耐
火
性
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

㈠

著
し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
著

る
こ
と
。

し
い
毒
性
又
は
腐
食
性
の
あ
る
ガ
ス
を
発
生
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

㈡

水
溶
液
又
は
液
状
若
し
く
は
粉
末
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場

㈡

結
晶
の
析
出
、
溶
液
の
分
離
、
浮
遊
物
又
は
沈
殿
物
の
発
生
そ
の
他
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合
に
お
い
て
、
液
状
又
は
粉
末
状
の
消
火
薬
剤
に
あ
っ
て
は
、
水
に
溶

の
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

け
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

温
度
二
十
度
の
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
発
泡
用
消
火
器
を
作
動
さ
せ

㈢

浸
潤
剤
等
を
混
和
し
、
又
は
添
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

た
場
合
に
お
い
て
放
射
さ
れ
る
泡
の
容
量
が
消
火
薬
剤
の
容
量
の
五
倍

こ
と
。

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
発
泡
前
の
水
溶
液
の
容
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
水
溶
液
が
泡
か
ら
還
元
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
が
一
分
以
上
で

あ
る
こ
と
。

㈣

凝
固
点
は
、
使
用
温
度
の
下
限
値
未
満
で
あ
る
こ
と
。

㈣

浸
潤
剤
等
は
、
消
火
薬
剤
の
性
状
又
は
性
能
に
悪
影
響
を
与
え
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈤

腐
敗
、
変
質
等
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈥

ア
ル
カ
リ
性
反
応
を
呈
す
る
こ
と
。

㈦

凝
固
点
が
零
下
二
十
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
、
第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
及
び
第
三
種
浸

三

第
一
種
機
械
泡
及
び
第
二
種
機
械
泡
消
火
薬
剤

潤
剤
等
入
り
水
は
、
浸
潤
剤
等
を
含
有
す
る
水
溶
性
の
消
火
薬
剤
で
、
第

第
一
号
に
定
め
る
消
火
薬
剤
の
う
ち
、
第
一
種
機
械
泡
及
び
第
二
種
機

一
号
㈠
か
ら
㈣
ま
で
及
び
㈦
並
び
に
前
号
㈣
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と

械
泡
消
火
薬
剤
は
、
前
号
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
㈠

す
る
こ
と
。

か
ら
㈣
ま
で
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

㈠

放
射
さ
れ
る
泡
は
、
耐
火
性
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

㈡

水
溶
液
又
は
液
状
若
し
く
は
粉
末
状
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
液
状
又
は
粉
末
状
の
消
火
薬
剤
に
あ
っ
て
は
、
水
に
溶

け
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

温
度
二
十
度
の
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
発
泡
用
消
火
器
を
作
動
さ
せ
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た
場
合
に
お
い
て
放
射
さ
れ
る
泡
の
容
量
が
消
火
薬
剤
の
容
量
の
五
倍

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
発
泡
前
の
水
溶
液
の
容
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
水
溶
液
が
泡
か
ら
還
元
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間
が
一
分
以
上
で

あ
る
こ
と
。

㈣

凝
固
点
は
、
使
用
温
度
の
下
限
値
未
満
で
あ
る
こ
と
。

四

消
火
薬
剤
の
性
能
に
関
す
る
試
験
は
、
㈠
か
ら
㈦
ま
で
に
定
め
る
と
こ

四

第
一
種
、
第
二
種
及
び
第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水
消
火
薬
剤

ろ
に
よ
り
、
そ
の
判
定
は
㈧
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
。

第
一
号
に
定
め
る
消
火
薬
剤
の
う
ち
第
一
種
、
第
二
種
及
び
第
三
種
浸

潤
剤
等
入
り
水
消
火
薬
剤
は
、
第
二
号
㈠
か
ら
㈤
ま
で
及
び
前
号
㈣
の
規

定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

㈠

消
火
薬
剤
の
量
、
試
験
用
消
火
器
の
容
量
及
び
消
火
薬
剤
の
放
射
時

間
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
消
火
薬
剤
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
量
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
容
量
及

び
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
こ
と
。

消
火
薬
剤

試
験
用
消

消
火
薬
剤

の
量

火
器
の
容

の
放
射
時

消
火
薬
剤
の
種
類

（
リ
ッ
ト

量

間

ル
）

（
リ
ッ
ト

（
秒
）

ル
）

強
化
液

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五

第
一
種
機
械
泡

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五
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第
二
種
機
械
泡

三
・
〇

三
・
六
～

三
十
五

四
・
五

第
一
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

五
・
〇

六
・
〇
～

四
十

七
・
五

第
二
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

三
・
〇

三
・
六
～

三
十
五

四
・
五

第
三
種
浸
潤
剤
等
入
り
水

二
・
〇

二
・
四
～

三
十

三
・
〇

㈡

別
図
九
に
示
す
Ｆ
模
型
を
用
い
る
こ
と
。

㈢

試
験
用
消
火
器
は
、
試
験
を
行
う
消
火
薬
剤
を
充
填
し
た
棒
状
ノ
ズ

ル
の
蓄
圧
式
消
火
器
を
使
用
す
る
こ
と
。

㈣

燃
焼
な
べ
に
、
三
・
〇
リ
ッ
ト
ル
の
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ
タ
ン
を
入
れ
点

火
す
る
こ
と
。

㈤

点
火
し
て
か
ら
三
分
後
に
、
試
験
用
消
火
器
か
ら
消
火
薬
剤
を
放
射

し
、
消
火
を
開
始
す
る
こ
と
。

㈥

無
風
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈦

温
度
二
十
度
の
状
態
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

㈧

消
火
薬
剤
の
放
射
が
終
了
し
た
時
に
炎
が
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
放

射
が
終
了
し
て
か
ら
二
分
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
再
燃
し
な
い
場
合

に
、
こ
の
試
験
に
適
合
す
る
も
の
と
判
定
す
る
こ
と
。

五

消
火
薬
剤
は
、
希
釈
、
濃
縮
、
固
化
、
吸
湿
、
変
質
そ
の
他
の
異
常
を

五

消
火
薬
剤
は
、
希
釈
、
濃
縮
、
固
化
、
吸
湿
、
変
質
そ
の
他
の
異
常
を

生
じ
な
い
よ
う
に
、
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

生
じ
な
い
よ
う
に
、
容
器
に
封
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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六

消
火
薬
剤
の
容
器
（
容
器
に
表
示
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
合
に
あ
っ

六

消
火
薬
剤
の
容
器
（
容
器
に
表
示
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
合
に
あ
っ

て
は
、
包
装
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明
な
表
示
を
す

て
は
、
包
装
）
に
は
、
㈠
か
ら
㈧
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
簡
明

る
こ
と
。

な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

「
消
火
設
備
用
消
火
薬
剤
」
の
文
字

㈠

「
消
火
設
備
用
消
火
薬
剤
」
の
文
字

㈡

消
火
薬
剤
の
種
類

㈡

消
火
薬
剤
の
種
類

㈢

消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量

㈢

消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量

㈣

腐
食
性

㈣

腐
食
性

㈤

取
扱
い
上
の
注
意
事
項

㈤

取
扱
い
上
の
注
意
事
項

㈥

製
造
年
月

㈥

製
造
年
月

㈦

製
造
者
名
又
は
商
標

㈦

製
造
者
名
又
は
商
標

㈧

型
式
番
号

㈧

型
式
番
号

第
二
十

表
示

第
二
十

表
示

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の

見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
」
の
文
字

一

「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備
」
の
文
字

二

Ⅰ
型
又
は
Ⅱ
型
の
別

（
新
設
）

三

消
火
薬
剤
の
種
類

二

消
火
薬
剤
の
種
別

四

使
用
温
度
範
囲

三

使
用
温
度
範
囲

五

防
護
面
積

四

防
護
面
積

六

主
電
源
に
電
池
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
池
の
種
類
及
び

（
新
設
）

電
圧
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七

製
造
年
月

五

製
造
年
月

八

製
造
番
号

六

製
造
番
号

九

型
式
番
号

七

型
式
番
号

十

消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量

八

消
火
薬
剤
の
容
量
又
は
質
量

十
一

取
扱
い
上
の
注
意
事
項

九

取
扱
い
上
の
注
意
事
項

十
二

取
扱
い
方
法

十

取
扱
い
方
法

十
三

製
造
者
名
又
は
商
標

十
一

製
造
者
名
又
は
商
標

別
図
１

略
（

）
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新
設

（
）
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新
設

（
）

新
設

（
）
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新
設

（
）
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新
設

（
）

新
設

（
）
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新
設

（
）


